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第１章 消費生活行政の概要 

 

１ 沿 革 

年 月 相模原市消費者行政の沿革/国等の動向 

昭和４３年 ５月 ◆「消費者保護基本法」制定 

昭和４６年 ７月 経済部商工課内に「消費経済係」を新設 

昭和４８年 ４月 

     １１月 

市民相談室にて消費生活相談を開始（月２回） 

「消費経済係」から「消費生活係」と名称変更 

昭和４９年 ４月 「消費生活係」から「消費生活課」に昇格設置 

昭和５２年 ８月 組織改編により市民部へ移管、「市民部市民生活課 消費生活係」と名称変更 

昭和５５年１０月 ◆「国民生活センター 相模原事務所」が弥栄に開設 

昭和５８年１０月 南市民相談室にて「消費生活相談コーナー」設置、隔日にて相談対応 

昭和６１年 １か所目の相談窓口として、南市民相談室に常設での消費生活相談を開始 

平成 ５年 南市民相談室の相談員の設置を日々２名体制に拡充 

平成 ９年１１月 

 

２か所目の相談窓口として、「相模原消費生活センター」をＪＲ相模原駅駅ビルに開

設、相談員も日々５名体制に拡充 

平成１０年 ４月 ◆神奈川県相模原消費生活センターが県厚木消費生活センターに統合 

平成１２年 ４月 

 

 

◆「消費者契約法」制定（Ｈ13.4 施行） 

３か所目の相談窓口として、土・日・祝日も相談対応を実施する「北消費生活センタ

ー」をＪＲ橋本駅北口再開発ビルに開設、相談員も平日は７名体制に拡充 

津久井郡との広域連携に伴い、津久井郡４町の消費生活相談受入を開始 

平成１３年 ４月 町田市との広域連携に伴い、相互に来所相談者の受入を開始 

平成１５年 ４月 

 

 

中核市移行に伴い、計量事務の一部を県より移譲 

組織改編により「消費生活課」を本課とし、各消費生活センターは出先機関として相

談業務を所掌 

平成１６年 ６月 ◆「消費者保護基本法」を改正し、「消費者基本法」制定 

平成１７年 ４月 ◆「第１期消費者基本計画」策定 

平成１９年 ３月 消費生活課事務室を北消費生活センター（シティ・プラザはしもと）に移転 

平成２０年 ６月 
弁護士・司法書士による多重債務相談を第２、第４水曜日に開始（北消費生活センタ

ーのみ） 
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平成２１年 ９月 

     １２月 

 

◆消費者庁設置 

◆「消費者安全法」施行 

「相模原市消費生活条例」制定（Ｈ22.4 施行） 

平成２２年 ４月 

組織改編により交通地域安全課と合併して「生活安全課」となり、消費生活班を新設、

消費啓発教育業務を所掌。消費生活班事務室が本庁舎に移転し、各センターは出先機関

として相談業務を所掌 

「相模原市消費生活審議会」設置 

◆全国消費生活情報ネットワークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ２０１０）運用スタート 

平成２４年 ３月 

 

１２月 

「相模原市消費生活基本計画」策定 

「消費生活班」から「消費生活・生活環境班」に名称変更 

◆「消費者教育の推進に関する法律」施行 

平成２５年 ６月 ◆「消費者教育の推進に関する基本的な方針」閣議決定 

平成２７年１２月 「相模原市消費生活センター条例」制定（Ｈ28.4 施行） 

平成２８年 ３月 

      ４月 

 

 

「相模原市消費生活基本計画」中間改訂 重点的に取り組む４つの施策を追加 

組織改編により「生活安全課」の消費啓発・教育機能と各センターの相談対応機能を統

合し、課相当の専管組織として「消費生活総合センター」（相模原消費生活センターを

改称）を設置（シティ・プラザさがみはら内） 

平成３０年 ３月 ◆「消費者教育の推進に関する基本的な方針」変更 

平成３０年 ６月 ◆「民法」改正 成年年齢１８歳に引き下げ（Ｒ4.4 施行） 

令和 ２年 ３月 「第２次相模原市消費生活基本計画」策定 

令和 ２年１２月 「相模原市消費生活センター条例」改正（Ｒ3.4 施行） 

令和 ３年 ４月 

消費生活総合センター（シティ・プラザさがみはら内）、北消費生活センター、南消費

生活センターの３センターを１つに集約し、旧北消費生活センター（シティ・プラザは

しもと内）を新たな消費生活総合センターとして改編。 

令和 ５年 ３月 ◆「消費者教育の推進に関する基本的な方針」変更 

令和 ６年 ３月 「第２次相模原市消費生活基本計画（改定）」策定 

◆……国等の動向 
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２ 消費生活総合センターの組織【令和６年４月１日時点】  

 

（１）人員配置 

市 民 局―消費生活総合センター  

         所長１名、総括副主幹１名、職員３名 

再任用職員１名、事務補助員３名、相談員１０名（７～８名/日） 

 

（２）事務分掌  
ア 消費生活に係る調査研究並びに事業の実施及び調整に関すること。 

イ 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。 

ウ 消費生活基本計画に関すること。 

エ 消費者教育の推進に関すること。 

オ 相模原市消費生活審議会に関すること。 

カ 消費生活に係る相談に関すること。 

キ 消費者の保護に係る事業者の指導に関すること。 

ク 消費者団体の指導及び連絡に関すること。 

ケ 計量に関すること。 

コ 家庭用品品質表示法(昭和 37 年法律第 104 号)、消費生活用製品安全法(昭和 48 年法律第

31 号)、電気用品安全法(昭和 36 年法律第 234 号)、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51号)及

び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和 42 年法律第 149 号)に

規定する表示監視に関すること。 

サ 国民生活安定緊急措置法(昭和 48 年法律第 121 号)及び生活関連物資等の買占め及び売惜

しみに対する緊急措置に関する法律(昭和 48 年法律第 48 号)に関すること。 

シ シティ・プラザはしもとの維持管理及び秩序保持に関すること。 

 

（３）消費生活総合センターの所在地及び相談時間、施設概要  
    所 在 地   相模原市緑区橋本６－２－１ シティ・プラザはしもと内 

(ＪＲ横浜線橋本駅北口 イオン橋本店６階) 

ＴＥＬ：（事務用）042-775-1779（相談専用）042-775-1770 

ＦＡＸ：042-775-1771   

    相 談 日   毎日(年末年始を除く)  

相談時間  平日 午前９時～午後４時 ※第２、４金曜日は午後６時まで 

      土日祝 午前９時～正午・午後１時～４時 

    施設概要  平成１２年４月１７日に旧北消費生活センターとして開所後、令和３年４月 

に市内３センターを統合し、同所に消費生活総合センターとして設置した。 

面積(135.22 ㎡)〈相談室３室、職員事務室、相談員事務室〉   

 

３ 事業体系  
（１）「未来へつなぐ  さがみはらプラン～相模原市総合計画～」【令和２年３月策定】  

※ 消費生活関連部分のみ掲載 

  ア 施策     防犯や交通安全・消費者保護対策の推進 

  イ 取組の方向  消費者の保護と自立の支援 

  ウ 成果指標 

    ・消費生活に係る出前講座の満足度 

・契約などのトラブルにあった時に相談する窓口を知っている市民の割合 
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（２）第２次相模原市消費生活基本計画【令和２年３月策定（令和６年３月改定）】  
  ア 基本理念 

    安全で安心できる消費生活の確保 

  イ 計画の位置付け 

    相模原市消費生活条例第９条に基づき策定された計画で、「未来へつなぐ さが

みはらプラン～相模原市総合計画～」の部門別計画に位置付けられる。なお、消

費者教育推進法第１０条に基づく消費者教育推進計画を兼ねる。 

ウ 計画の改定 

    第２次相模原市消費生活基本計画の策定後、社会環境の変化や国の動向を踏ま

え、消費者の利益の擁護及び増進並びに消費者の自立支援の更なる推進に向け

て、第２次相模原市消費生活基本計画を令和６年３月に見直しを行い、本編を補

足する別冊を作成した。 

  エ 施策の体系 

    ５つの基本施策と１６の具体的施策で構成 

 

基本施策Ⅰ 消費者の安全の確保 

      １ 商品・サービスの安全性の確保 

      ２ 食の安全性の確保 

      ３ 住まいと居住環境の安全性の確保 

      ４ 消費者取引の適正化 

      ５ 表示の適正化 

      ６ 計量の適正化 

 

基本施策Ⅱ 消費者被害の未然防止と救済体制の強化 

      ７ 消費生活相談の充実 

      ８ 消費者被害の未然防止と救済 

 

基本施策Ⅲ 消費者教育の推進と情報提供の充実 

      ９ ライフステージ別の消費者教育の推進 

     １０ 消費者教育の担い手の育成 

     １１ 消費生活情報の提供・啓発 

 

基本施策Ⅳ 環境に配慮した消費行動の促進 

     １２ より良い消費行動の促進 

     １３ 環境負荷の低減に向けた基盤の整備        

 

基本施策Ⅴ 消費者意見の反映と連携の強化 

     １４ 消費者意見の反映 

     １５ 消費者団体等との連携及び育成 

     １６ 事業者団体等との連携 
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（３）重点的に取り組む施策  
   次の２つの施策について、重点的に取り組むべき施策として指定し、各種事業を実

施する。 

ア 高齢者・障害者等の見守りの強化 

今後も高齢化の進行等が想定される中、消費者被害に遭いやすい高齢者等に対

し、関係者・団体等による見守りが重要なことから、見守り体制の構築を一層強

化する。     

 

【取組の例】 

○高齢者等の消費者被害に係る情報の発信 

○地域包括支援センター、民生委員・児童委員、自治会、福祉事業所等との連携  

により、見守りを必要とする高齢者等の消費者被害の早期発見と相談対応の実

施 

 

イ 若年者の消費者教育の強化 

インターネットの普及、ＩｏＴの進展、グローバル経済社会の進展等に伴い、

消費行動の変化が著しくなっている。また、令和４年４月に成年年齢が１８歳に

引き下げとなった。 

これらのことにより、消費者の行動が社会に影響を及ぼすことを理解し、自主

的かつ合理的な選択ができる自立した消費者を育成するため、学校等の教育機関

等との連携による若年者への消費者教育を強化する。 

 

【取組の例】 

○若年者の消費者被害に係る情報の発信 

○小・中学校、高等学校、専門学校及び大学における消費者教育の実施 

○学校等の教育機関等との連携による若年者への消費者教育の充実 
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第２章 市民参加による消費者行政 

 

 

 関連団体・機関との協働の観点から、行政の情報・考え方を明らかにして消費者行政の在り方の

議論を深め、また、事業展開を図った。 
 

１ 消費生活審議会 

（１）設置目的  
   消費生活基本計画等の意見を答申するとともに、消費生活に関する重要な事項について、市

長の諮問に応じて調査審議し、答申又は意見を建議する。（定数１５人以内） 

 

（２）委員及び任期  
任期は原則として、令和６年７月１日から令和８年６月３０日までの２年間 

 

  ア 消費者 

    《公募委員》                矢野優真 

《さがみはら消費者の会》          木村郁子 

《相模原市生活協同組合運営協議会》     森 洋子 

  イ 事業者 

    《相模原商工会議所 商業部会》       古橋裕一 

    《相模原商工会議所 金融保険業部会》    毛利則彦 

《津久井地域商工会連絡協議会》       小池千恵子 

《(一社)相模原市商店連合会》        前山善憲 

  ウ 学識経験のある者 

《成城大学教授》              町村泰貴 

《神奈川県司法書士会》           横山正美 

《東京家政学院大学教授》          河田敦子 

《神奈川県弁護士会》            小谷馨 

《相模女子大学准教授》           松﨑吉之助 

  エ 市長が特に必要と認める者 

    《(独)国民生活センター》          小野寺愛衣 

 

    

 

［開催状況］ 

回数 開催日 議    題 

第１回 R6.9.5（木） 

・会長・副会長及び被害救済部会委員の選出について 

・令和５年度第２次相模原市消費生活基本計画年次報告書（案）

について 

・相模原市消費生活審議会被害救済部会について 

第２回 R7.3.3（月） 
・次期（第３次）相模原市消費生活基本計画の策定について 

・令和５年度相模原市消費者行政の概要について                    

  

 

２ 消費生活審議会被害救済部会 

（１）設置目的  
   審議会が取り扱うあっせん又は調停に必要な事項を調査する。（定数７人以内） 
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（２）委員及び任期  
任期は、令和６年９月５日から令和８年６月３０日まで。 

 

  ア 消費者 

    《さがみはら消費者の会》          木村郁子 

  イ 事業者 

    《(一社)相模原市商店連合会》        前山善憲 

  ウ 学識経験のある者 

《成城大学教授》              町村泰貴 

《相模女子大学》      松﨑吉之助 

    《神奈川県司法書士会》           横山正美 

《神奈川県弁護士会》            小谷馨 

 

［開催状況］ 

回数 開催日 議    題 

第１回 R6.9.5（木） 
・部会長及び部会長代理の選出 

・被害救済部会の運用について                

第２回 R7.3.3（月） ・事例研究 

 

３ 協働による消費生活事業 
（１）消費者月間事業  

消費者保護基本法(現：消費者基本法)の施行２０周年を機に、昭和６３年から毎年５月を「消

費者月間」と定め、全国的に消費者問題に関する啓発等の事業を集中的に行っており、本市に

おいても消費者の利益を守り、豊かな社会生活を築くため、消費者・事業者・行政が一体とな

った取り組みを行うことで、市民の消費生活の向上と消費者意識の高揚を図る機会とした。 

令和６年度の統一テーマは、「デジタル時代に求められる消費者力とは」とした。 

 

ア 広報さがみはらへの掲載 

   ［掲載日］令和６年５月１日号 

［内 容］デジタル化に伴うトラブルの注意喚起や、 

契約トラブル等の相談先を周知した。 

 

イ 啓発動画の放映 

   ［期 間］令和６年５月１日(水)～１５日(水)(本庁舎内) 

        令和６年５月１日(水)～３１日(金)(緑区・南区合同

庁舎内) 

［内 容］消費者庁が作成した１５秒の啓発動画を上記の場所で放映した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者庁作成 

 １５秒動画 
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ウ 本庁舎内館内放送 

［期 間］令和６年５月１６日(木)～３１日(金) 

［内 容］消費者月間の周知及び高齢者等の消費者被 

害に関する注意喚起を行った。 

 

エ 市ホームページへの掲載 

 ［期 間］令和６年５月１日（水）から 

［内 容］デジタル化に伴うトラブルについて 

注意喚起記事を掲載した。 

 

  オ 図書館に消費生活コーナーを設置 

［期 間］橋本図書館  ：令和６年５月１日(水)～３０日(木) 

     図書館    ：令和６年５月１日(水)～３１日(金) 

          相模大野図書館：令和６年５月１日(水)～１５日(水) 

［内 容］市内３図書館に専用コーナーを設け、消費生活に係る図書の紹介や啓発物品の配

布を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 消費生活メールマガジン・ＬＩＮＥマガジンの配信 

［期 間］令和６年５月３日(金)～３１日(金) 

［内 容］(ア)５月 ３日 ５月は「消費者月間」です！ 

(イ)５月１０日 「インターネット広告」にご注意！ 

(ウ)５月１７日 「インターネット通販」にご注意！ 

(エ)５月２４日 「パソコンのセキュリティサポート詐欺」にご注意！ 

(オ)５月３１日 「ショートメールでのフィッシング詐欺」にご注意！ 

 

 

 

 

 

  

橋本図書館 図書館 
相模大野図書館 
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（２）みんなで考えよう消費生活展(第５６回) 
消費者に「消費生活に必要な情報」を提供する機会を設け、確かな知識や判断力を身につけ、

情報を正しく理解し、適切な行動ができる自立した消費者となるためのきっかけの場とするこ

とを目的に実施した。    

  

 ［日 時］令和６年１０月１９日（土） 午前１０時～午後４時 

［場 所］ミウィ橋本５階 インナーガーデン 

［内 容］出展団体による展示コーナー、楽器生演奏や落語などの 

ステージイベント、クイズラリー（景品付き） 

［参加団体等］※敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［来場者数］約２７６人 

 

 

 

 

  

展示コーナー 

（計１１団体） 

国民生活センター 

さがみ生活クラブ 

北央医療生協 

ユーコープ 

さがみはら消費者の会 

東京家政学院大学 

関東電気保安協会 

桂川・相模川流域協議会 

さがみ湖 森・モノづくり研究所 

東京ガス 

消費生活総合センター 

ステージイベント 

（計４団体） 

昨日のカレーを温めて 

ウクレレマイスターズ 

夢見亭わっぱ 

Ｌｕａｎｎ（るあん） 

会場の様子 
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（３）高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン事業  
悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、毎年９月に関東甲信越ブロックを中心とする自治

体間で広域的に連携し、高齢者被害防止に関する取組を実施することで、被害の拡大防止及び

未然防止を行っており、令和６年度においてもキャンペーン月間を実施した。 

［参加自治体等］ 

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、 

横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市、新潟市、相模原市、国民生活センター 

  

  ア 関東甲信越ブロック共同事業「高齢者被害特別相談」 

［期 間］令和６年９月１６日(月・祝)～１８日(水) 

［場 所］消費生活総合センター 

［内 容］高齢者を対象とした消費生活特別相談を実施 

［件 数］２９件(前年度２０件)  

※契約当事者が６０歳以上の件数 

 

イ 広報さがみはらへの掲載 

［掲載日］令和６年９月１日号 

［内 容］消費生活相談窓口の案内及び悪質商法への

注意喚起を掲載した。 

 

ウ 本庁舎内館内放送 

［期 間］令和６年９月２０日(金)～３０日(月) 

［内 容］消費生活相談窓口の案内、高齢者に多い契約トラブル等の注意喚起情報について

館内放送を実施した。 

 

エ 啓発動画の放映 

［期 間］令和６年９月２日(月)～３０日(月) 

［場 所］本庁舎内、緑区・南区合同庁舎内 

［内 容］消費者庁が作成した１５秒の啓発動画を上記の場所で放映した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 オ タウンニュース(緑・中央・南区版)の掲載 

［掲載日］令和６年９月５日号 

［内 容］高齢者に対する見守りのお願いを掲載した。 

 

カ メール・ＬＩＮＥマガジンの配信 

［内 容］「電話勧誘販売」「家庭訪販」「かたり商法（身 

分詐称）」「訪問購入」の４つのテーマで、キャ 

ンペーン期間中毎週金曜日にメールマガジン 

及びＬＩＮＥマガジンを配信した。 

 

  

消費者庁作成 

 １５秒動画 
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キ 消費生活見守りラジオ放送 

［期 間］令和６年９月２日（月）～９月１３日（金） 

［内 容］高齢者等の消費者被害の未然防止及び、早期発見を目的として、キャンペーン期

間中の月曜日から金曜日に朝・夕の２回ＦＭラジオを活用した消費生活に関する

見守り情報を放送した。 

 

ク パネル展示 

［期 間］令和６年９月６日(金)～２５日(水） 

［場 所］シティ・プラザはしもと６階 多目的スペース 

   ［内 容］高齢者に多い契約トラブル等の注意喚起情報を中心に掲示した。 

 

ケ 啓発チラシの配架・配布 

［場 所］公民館、まちづくりセンター、地域包括支援センター等 

［枚 数］約２，０００枚 

［内 容］消費生活相談窓口の案内や高齢者に多い契約 

トラブルの注意喚起のため、チラシを配布した。 

 

コ 包括連携協定事業者との連携 

［期 間］令和６年９月１日(日)～３０日(月) 

［場 所］個別訪問先及び、各代理店窓口等 

   ［内 容］包括連携協定先である各保険事業者におい

て、消費生活相談窓口の周知や高齢者の見

守りについて、チラシの配架及び配布協力

を依頼した。 

［協力事業者］※五十音順 

損害保険ジャパン株式会社町田支社 

第一生命保険株式会社八王子支社 

明治安田生命保険相互会社町田支社 

 

サ 連絡会議等を通じた高齢者関係団体等への情報提供  

［周知先］地域包括支援センター 

［内 容］各団体の会議等に出席し、啓発チラシの配布依頼や高齢者に多い契約トラブルの

注意喚起を行い、消費者トラブル事例の紹介や出前講座の案内などを行うことに

より見守りの推進等を呼びかけた。 

 

 

（４）若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン事業  
悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、毎年１～３月に関東甲信越ブロックを中心とする

自治体間で広域的に連携し、若者の悪質商法被害防止に関する取組を行うことで、被害の拡大

防止、未然防止を図っており、令和６年度においても、若者向け悪質商法被害防止共同キャン

ペーンを実施した。 

［参加自治体等］ 

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、 

横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市、新潟市、相模原市、国民生活センター 
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ア 関東甲信越ブロック共同事業 

（ア）『若者重点相談日「若者トラブル１８８番」』 

［期 間］令和７年１月１２日(日)～１４日(火) 

［件 数］３件(前年度５件) ※契約当事者が３０歳未満の件数 

 

（イ）『リーフレット及びポスターの作成、配布』 

［場 所］市内の大学、専門学校、高等学校、中学校、公民館等 

［内 容］リーフレット等の配布・掲示 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 広報さがみはらへの掲載 

［掲載日］令和７年１月１日号 

［内 容］若者重点相談の実施案内、契約トラブルに関する注意喚起を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 本庁舎内館内放送 

［期 間］令和７年２月６日（木）～２月２８日（金） 

［内 容］若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンやマルチ商法、定期購入について、

館内放送を実施した。 
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エ 啓発動画の放映 

［期 間］令和７年１月６日（月）～３１日（金） 

［場 所］本庁舎内、南区合同庁舎内 

［内 容］消費者庁が作成した１５秒の啓発動画を上記の場所で放映した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ メール・ＬＩＮＥマガジンの配信 

［内 容］１月～３月の各月第３金曜日に若者向けの契約トラブルに関する注意喚起【若者 

     向け被害防止強化特集！】を配信した。 

     テーマは、「フィッシング詐欺（１月）」、「美容医療（２月）」、「高額な就活サポー

ト契約（３月）」とした。 

 

カ 市ホームページへの掲載 

［期 間］令和７年１月６日（月）～３月３１日（月） 

［内 容］キャンペーンの紹介や若者に多い契約トラブルに関する情報を掲載した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市ＨＰ（一部抜粋）        市ＨＰ（一部抜粋） 

 

キ パネル展示 

［期 間］令和７年３月１１日（火）～３月２８日（金） 

［場 所］シティ・プラザはしもと６階 多目的スペース 

   ［内 容］消費生活相談窓口の案内や契約トラブルに関する情報パネルを展示し、注

意喚起を行った。 

 

 

 

 

 

 

消費者庁作成 

 １５秒動画 
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ク 大学等と連携した「お知らせメール」等の配信 

［配信日］令和７年３月 

［協力大学等］※五十音順 

青山学院大学、麻布大学、和泉短期大学、医療ビジネス観光福祉専門学校、桜美

林大学、北里大学相模原キャンパス、相模女子大学、相模原看護専門学校、女子

美術大学、東京家政学院大学 

［内 容］各学校のメール配信機能または、ホームルームによる連絡時間等を利用し、学生

に向けて若者に多い契約トラブルや市ホームページのリンク先を掲載したメー

ルの配信またはチラシの配布について、協力を依頼した。 

 

  ケ 「はたちのつどい」でのパンフレットの配架 

［日 程］令和７年１月１３日（月・祝） 

［場 所］相模原市民会館、杜のホールはしもと、相模女子大学グリーンホール 

［内 容］各会場に共同キャンペーンのポスターを掲示するとともに、リーフレットや啓

発グッズを配架した。 
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第３章 情報・学習機会の提供事業 
 

 

 消費者が主体的に消費社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深め、自立し

た消費者の育成のため、広報紙、ホームページ等多様な媒体を活用して情報を発信するとともに、

主催事業や共催事業の実施や講師派遣等、消費者教育の充実を図った。 

 

１ 学習機会の提供  
消費生活に関する身近な問題など、消費者意識の向上や消費者被害を未然に防止するための講

座等を開催するとともに、住民自治団体及び消費者団体等が自主的に企画した講座等へ講師を派

遺した。 

（１）講師派遣事業  
講師：消費生活相談員  

№ 開催テーマ 開催数 受講者 申請団体名 

１ 
あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 若者編～ 
７ ３６９ 

藤野中学校、医療ビジネス

観光福祉専門学校、中央小

学校、県立上溝高校 

２ 
あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 成人編～ 
２ ６０ 麻布大学、橋本公民館 

３ 
あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 高齢者編～ 
１８ ３２７ 

大野南公民館、田名地域包

括支援センター、リリエン

ハイム自治会、相模原市ま

ち・みどり公社ほか 

４ 
あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 見守り編～ 
３ ４５ 

中央高齢・障害者相談課、

大野北第１地域包括支援

センター 

５ 
あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 障害者編～ 
１ ３０ 

県立相模原中央支援学校

高等部 

６ 
その広告は信用できますか？ 

～ネット通販でのトラブル～ 
１ １５０ 相模女子大学 

７ お金と契約 ～小、中学生編～ １ ２２ 津久井中央小学校 

８ お金と契約 ～高校生編～ １ ４０ 自然学園高等学校 

９ お金と契約 ～大学、新社会人編～ １ １２ 
医療ビジネス観光福祉専

門学校 

10 
カード社会の落とし穴 ～多重債務

に陥らないために～ 
２ ５８ 大野南公民館、新磯公民館 

11 

わかっているようで、わからない

「健康食品」～ほんとに効果がある

の？～ 

６ ４６９ 

相模女子大学高等部、相武

台団地いきいきサロン、光

が丘公民館など 

12 
スマートフォンとトラブル～小、中

学生編、保護者編～ 
２ １８２ 上溝南小学校（５・６年生） 

合  計 ４５ １，７６４  

  ※講座テーマは１４個設定。令和６年度に実施した講座のみ掲載。 
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（２）高齢者等に向けた消費者教育事業  
高齢者や障害者の消費者被害防止に関する出前講座(再掲(講師派遣事業の一部)) 

開催テーマ 開催数 受講者 申請団体名 

あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 高齢者編～ 
１８ ３２７ 

大野南公民館、田名地域包括支援

センター、リリエンハイム自治会、

相模原市まち・みどり公社ほか 

あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 見守り編～ 
３ ４５ 

中央高齢・障害者相談課、大野北第

１地域包括支援センター 

あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 障害者編～ 
１ ３０ 県立相模原中央支援学校高等部 

 

（３）若年層に向けた消費者教育事業  
若年層の消費者被害防止に関する出前講座(再掲(講師派遣事業の一部)) 

開催テーマ 開催数 受講者 申請団体名 

あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 若者編～ 
７ ３６９ 

藤野中学校、医療ビジネス観光福

祉専門学校、中央小学校、県立上溝

高校 

あなたを狙う悪質商法  

～こんな商法にご用心 成人編～ 
１ ４５ 麻布大学 

お金と契約 ～小、中学生編～ １ ２２ 津久井中央小学校 

お金と契約 ～高校生編～ １ ４０ 自然学園高等学校 

お金と契約 ～大学、新社会人編～ １ １２ 医療ビジネス観光福祉専門学校 

スマートフォンとトラブル～小、中学

生編、保護者編～ 
２ １８２ 上溝南小学校（５・６年生） 

 

（４）夏休み子ども消費者教室  ※共催（独）国民生活センター 
小学校５・６年生を対象に、夏休み期間に実習等を通して、消費者として必要な知識を身に 

つける機会とする教室を開催した。 

［実施日］令和６年８月６日（火） 

［場 所］（独）国民生活センター 相模原事務所 

［内 容］ 

テーマ 時間 タイトル 講師 

① 計量の啓発 
午後１時 

～２時２０分 
棒はかりを作ってみよう！ 

(公社)神奈川県計量協会 

計量士 

② 消費者行動の啓発 
午後２時３０分 

～４時 

楽しく学ぼう！お金の使

い方 

神奈川県金融広報アドバ

イザー 早野 木の美氏 

③国民生活センター 

 の周知 

午後４時１０分 

～５時１０分 
商品テスト施設見学 

(独)国民生活センター 

商品テスト部 

［参加者］市内在住・在学の小学生 11 名（5 年生:8 名 6 年生:3 名）、保護者 7 名 
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（５）消費者問題教養セミナー  
複雑化・多様化する消費社会において、市民が自ら消費者トラブル事例等を学習

することにより、消費生活に関する知識を取得し、適切な行動に結び付ける実践的

な能力を育むため全３回のセミナーを実施した。 

［実施日］第１回 令和７年３月 １日（土）  

第２回   〃 ３月 ８日（土）  

第３回   〃 ３月１５日（土）  

［場 所］第１回 （独）国民生活センター相模原事務所 ２階研修室Ａ 

     第２回 （独）国民生活センター相模原事務所 １階中会議室 

     第３回 （独）国民生活センター相模原事務所 １階中会議室 

［内 容］ 

実施回 テーマ 時間 講師 

第１回 
～くらしに潜む危険～商品

の安全性について学ぼう！ 

午前１０時～ 

午前１１時３０分 

（独）国民生活センター  

商品テスト部職員 梅澤晋一氏 

第２回 

～くらしに潤いを～個人投

資を始める前に知っておく

べきこと 

午前１０時～ 

午前１１時３０分 

金融経済教育推進機構講師  

髙木典子氏 

第３回 

～くらしの落とし穴～ロー

ン・クレジットトラブルにつ

いて学ぼう！ 

午前１０時～ 

午前１１時３０分 

金融経済教育推進機構講師  

河合直美氏 

［参加者］２４名（対象：市内在住・在勤の１８歳以上） 

 

２ 情報の提供 
各種広報媒体や啓発資料の作成及び配布等により、悪質商法による被害の未然防止や消費生活

センターの周知を図るとともに、消費生活に関する様々な情報の提供を実施した。 

 

（１）広報紙や啓発物品等による情報提供  
ア 広報さがみはらへの掲載 

掲載号 テーマ 

令和６年 ５月 １日号 消費者トラブルは一人悩まず相談を（５月は消費者月間） 

令和６年 ５月 １日号 消費生活審議会委員の公募 

令和６年 ７月 １日号 夏休み子ども消費者教室について 

令和６年 ９月 １日号 高齢者向け悪質商法被害防止キャンペーンの案内 

令和６年１０月 １日号 みんなで考えよう消費生活展開催の案内 

令和６年１２月１５日号 多重債務は一人で悩まず相談を 

令和７年 １月 １日号 若者向け悪質商法被害防止キャンペーンの案内 

令和７年 ２月 １日号 消費者問題教養セミナーの案内 
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イ タウンニュース(緑区・中央・南区版)への記事掲載 

【地方消費者行政強化交付金を活用】 

掲載号 テーマ 

令和６年 ５月２日号 点検のはずが・・・シロアリ駆除の勧誘にご注意！ 

令和６年 ６月６日号 覚えのない未納料金の請求には応じない！架空請求詐欺にご注意！ 

令和６年 ７月４日号 タダより怖いものはない！？ 催眠商法にご注意！ 

令和６年 ８月１日号 その「スタート」ボタンは「広告」かも！！ 

令和６年 ９月５日号 ９月は高齢者被害防止月間です！ 

令和６年１０月３日号 残りわずか！」その言葉は罠かも！！ 

令和６年１１月７日号 展示会に誘われて…着物の次々販売にご注意！ 

令和６年１２月５日号 悪質な点検業者にご注意！ 

令和７年 １月１日号 長期間使用している石油ファンヒーターは要注意！ 

令和７年 ２月６日号 実在事業者名をかたって未納料金を請求する詐欺にご注意！ 

 

 

 

令和６年５月２日号 令和６年６月６日号

令和６年７月４日号 令和６年８月１日号
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令和６年９月５日号 令和６年１０月３日号

令和６年１１月７日号 令和６年１２月５日号

令和７年１月１日号 令和７年２月６日号
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ウ 消費生活情報紙「すぱいす」の発行(各回２，５００部 Ａ４版カラー２頁) 

掲 載 号 主 な 掲 載 内 容 

１４３号 

(令和６年７月発行) 

・ネットショッピング等での…新たなトラブル多発中！ 

・令和５年度に受けた消費生活相談の概要 

１４４号 

(令和６年１０月発行) 
・マッチングアプリをきっかけとした勧誘等の消費者被害に注意！ 

１４５号 

(令和７年１月発行) 
・旅行予約前に契約条件しっかり確認！ 

１４６号 

(令和７年４月発行) 
・緊急時の駆け付けサービスのトラブルに注意！ 

［配布先］公民館、まちづくりセンター、地域包括支援センター、その他公共施設等 

 

 

掲載号及び内容 紙  面 

１４３号 

(令和６年７月発行)  

・ネットショッピング等での

…新たなトラブル多発中！ 

・令和５年度に受けた消費生

活相談の概要 

  

１４４号 

(令和６年１０月発行)  

・マッチングアプリをきっか

けとした勧誘等の消費者被

害に注意！ 
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１４５号 

(令和７年１月発行) 

・旅行予約前に契約条件しっ

かり確認！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４６号 

(令和７年４月発行) 

・緊急時の駆け付けサービス

のトラブルに注意！ 

 

 

エ 啓発物品の作成【地方消費者行政強化交付金を活用】 

高齢者への消費生活見守り啓発の内容を記載した消費生活見守りカトラリーセットを作

成し、消費生活展のクイズラリーの景品のほか出前講座等において配布し注意喚起を行った。 

［内   容］消費生活見守りカトラリーセット 

  ［配布場所］みんなで考えよう消費生活展、出前講座など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 22 

  オ 市発行物等における消費生活総合センターを周知する記事の掲載 

  各担当課が取りまとめている冊子に消費生活相談に関する情報を掲載した。 

掲載冊子等 担当課 内容 

高齢者のための 

ふれあい福祉ガイド 
高齢・障害者福祉課 

悪質商法に関する注意喚起 

消費生活総合センターの連絡先 

障害のある方のための 

福祉のしおり 
高齢・障害者福祉課 消費生活総合センターの連絡先 

子ども・若者育成支援 

リーフレット 
こども・若者支援課 消費生活総合センターの連絡先 

青少年健全育成啓発 

リーフレット 
こども・若者支援課 

インターネットに関連した契約トラブル

事例の紹介等 

相談機関周知リーフレット

「ひとりじゃないよ あな

たの”生きる”を応援したい」 

精神保健福祉 

センター 
消費生活総合センターの連絡先 

相模原市地域包括支援セン

ター活動マニュアル 
地域包括ケア推進課 消費生活総合センターの連絡先 

    

（２）展示による情報提供  
ア 消費生活総合センター展示コーナー 

［常設展示］高齢者や通信販売に係る契約トラブルの注意喚起等 

［期間展示］高齢者被害防止月間(９月)や若者被害防止月間(１～３月)におけるテーマに

沿った消費者トラブル事例等の紹介を行った。 

 

イ 消費生活総合センターの図書等 

相模原市消費生活総合センターが所有する消費生活に関わる図書及びＤＶＤ等

の貸出。 

［蔵書数］ＤＶＤ１４０本 図書５１５冊 

 

（３）電子媒体による情報提供  
ア 市ホームページへの掲載 

  ホームページに、消費生活相談窓口、多重債務相談窓口、注意喚起情報、消費生活トラ

ブル事例と対処法、消費者行政に関するお知らせ、出前講座案内、霊感商法、計量、家庭

用品表示等の各種情報を掲載 
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イ 動画広告の放映 

市役所本庁舎、緑区・南区合同庁舎 

消費者トラブルの注意喚起及び相談窓口の案内動画(１５秒)を放映した。 

［放映場所］市役所本庁舎、緑区（９月のみ）・南区合同庁舎 

［放映時期］令和６年９月、令和７年１月 

 

ウ メールマガジン・ＬＩＮＥマガジンの配信 

悪質商法に関する注意喚起など、消費者被害を防止するための啓発情報を原則として、 

毎週金曜日に配信した。 

［登録者数］令和７年３月末現在 

メールマガジン ：３１４人(前年比３人減) 

ＬＩＮＥマガジン：５，７５５人(前年比４６３人増) 

［配信回数］５５回 

 

（４）高齢者等への情報提供及び見守りの推進  
悪質商法による高齢者等の消費者被害防止のため、高齢者等を見守る人に向けて、啓発資料

の作成及び配布や消費生活相談事例の情報提供等を実施した。 

 

ア 啓発チラシの配架・配布(再掲) 

［場 所］公民館、まちづくりセンター、地域包括支援センター、その他公共施設等 

［枚 数］約２，０００枚 

［内 容］消費生活相談窓口の案内や高齢者に多い契約トラブルの注意喚起のため、チラ

シを配布した。 

 

イ 連絡会議等を通じた高齢者関係団体等への情報提供(再掲) 

［周知先］地域包括支援センター 

［内 容］各団体の会議等に出席し、啓発チラシの配布依頼や高齢者に多い契約トラブル 

の注意喚起を行い、消費者トラブル事例の紹介や出前講座の案内などを行うこ 

とにより見守りの推進等を呼びかけた。 

 

ウ 包括連携協定事業者との連携(再掲) 

［期 間］令和６年９月１日（日）～９月３０日(月) 

［場 所］個別訪問先及び、各代理店窓口等 

［内 容］包括連携協定先である各保険事業者において、消費生活相談窓口や高齢者に多 

い契約トラブルの注意喚起のため、チラシの配架及び配布協力を依頼した。 

［協力事業者］※五十音順 

損害保険ジャパン株式会社町田支社 

第一生命保険株式会社八王子支社 

明治安田生命保険相互会社町田支社 

    

エ 消費生活見守りラジオ放送【地方消費者行政強化交付金を活用】(再掲) 

高齢者等の消費者被害の未然防止及び、早期発見を目的として、ＦＭラジオを活用した 

消費生活に関する見守り情報を放送した。 

［事業名］「大事な人を見守り隊！」消費生活センターお役立ち情報 

［放送局］ＦＭ ＨＯＴ ８３．９(エフエムさがみ) 

［放送日］４月～１月 月曜日～金曜日の毎日２回(朝・夕方) 
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放送期間 テーマ 

４月 
前半 トラブル増加中！点検商法 

後半 テレビショッピングのトラブルにご注意！ 

５月 
前半 ５月は消費者月間です 

後半 多発する定期購入トラブルにご注意！ 

６月 
前半 産地偽装トラブルにご注意！ 

後半 ＳＭＳやメールでのフィッシング詐欺にご注意！ 

７月 
前半 楽しい話や安売りにひかれての高額契約にご注意！ 

後半 パック型液体洗剤の誤飲にご注意！ 

８月 
前半 スポーツジムの解約トラブルにご注意！ 

後半 格安の排水管高圧洗浄チラシにご注意！ 

９月 
前半 高齢者被害防止月間のお知らせ 

後半 新紙幣発行に伴うトラブルにご注意！ 

１０月 
前半 自動音声の電話で未納料金を請求する詐欺にご注意！ 

後半 著名人からＳＮＳ？悪質な投資詐欺にご注意！ 

１１月 

前半 時代と共に変化、アクティブシニアのトラブル増加 

後半 
きっかけは訪問購入？貴金属が持ち去られたなどの深刻なトラ

ブルにご注意！ 

１２月 

前半 リフォームのトラブルに要注意！ 

後半 
「あれも・これもおすすめ」「一緒に買うべき」次々販売にご注

意！ 

１月 
前半 帰省時に大丈夫か確認！高齢者に多い消費者トラブル 

後半 長期使用の石油ファンヒーターにご注意！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ タウンニュース（緑・中央・南区版）の掲載【地方消費者行政強化交付金を活用】(再掲) 

［掲載日］５月～２月 月１回発行 

［内 容］高齢者等に対する見守りのお願いを掲載した。 

 

カ 新聞折込による啓発事業 

  読売新聞橋本中央店及び淵野辺中央センターの契約世帯に配布している「じもとの事件簿」

において、消費生活相談窓口の周知や啓発情報を掲載してもらうことにより、契約トラブル

や悪質商法被害の未然防止及び早期発見を図ることを目的とするもの。 

 ［発行日］毎月１回 

 ［配布数］緑区  （１店舗）：  約２，７１０枚 

中央区（９店舗）：約２９，１００枚 

 

 

月～金 8 時台と 17 時台に 
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（５）大学等との消費者被害防止のための懇談会  
若年層の消費者被害が増加している現状や成年年齢引き下げによる消費者被害防止のため、

市内大学等の学生担当者と行政が集い、被害の実態や市の消費者被害防止対策などについて意

見を交換し、今後の学生に対する指導の一助とするため懇談会を開催した。 

［日 時］令和７年３月１３日(木) 

［参加校］参加大学等（本市近隣８大学及び４専門学校）  

  ・相模女子大学  ・青山学院大学  ・女子美術大学 ・桜美林大学 

  ・北里大学    ・和泉短期大学  ・麻布大学   ・東京家政学院大学 

  ・相模原看護専門学校  ・医療ビジネス観光福祉専門学校  

・神奈川経済専門学校  ・神奈川柔整鍼灸専門学校 

［内 容］若者の消費生活相談の状況(学生に多いトラブル事例の紹介)、各大学等との情報交 

     換 
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第４章 消費者の保護事業 

 

 

 消費者行政の基本は、「消費者の自立」であるが、被害に遭う多くの消費者が存在することも見過

ごすことはできない。相談・斡旋業務を充実させるとともに、ここで捉えた市民の課題を教育事業

などへ反映させることを重視し、自立した消費者を育成する。消費生活問題の解決のためには、行

政だけでなく市民団体の活動が重要かつ有効であることから、その核となる消費者団体の育成・支

援に取り組んだ。 

計量法や家庭用品品質表示法等に基づく計量や表示については、消費者保護の観点から適正化を

図るため、事業者への立入調査を実施した。 

 

１ 消費生活相談体制の充実・強化と事業への反映 
（１）消費生活相談  
   市民の消費生活の安定向上と適正な商品サービスの普及育成を図るため、消費生活相談員に

よる相談を実施した。 

ア 相談概要 

  （ア）相談件数 

年 度 件 数 前年度比 

令和６年度 ５，７４６件 ９７．８％ 

令和５年度  ５，８７７件 ９８．１％ 

令和４年度  ５，９９０件 １０５．４％ 

令和３年度  ５，６８２件 ９３．０％ 

令和２年度  ６，１０８件 ９４．５％ 

 

  （イ）区別内訳 

区 令和６年度 令和５年度 前年度比 

緑 区 １，２５６件(21.9%) １，２６０件(21.4%) ９９．７％ 

中央区 ２，１３６件(37.2%) ２，１３０件(36.2%) １００．３％ 

南 区 ２，１４６件(37.3%) ２，２９７件(39.1%) ９３．４％ 

市 内 ６８件( 1.2%) ５０件( 0.9%) １３６．０％ 

市外・不明 １４０件( 2.4%) １４０件( 2.4%) １００．０％ 

合 計 ５，７４６件( 100%) ５，８７７件( 100%) ９７．８％ 

 

（ウ）相談方法 

相談方法 令和６年度 令和５年度 前年度比 

電 話 ５，３２６件(92.7%) ５，４２９件(92.4%) ９８．１％ 

来 所 ４２０件( 7.3%) ４４８件( 7.6%) ９３．８％ 

合 計 ５，７４６件( 100%) ５，８７７件( 100%) ９７．８％ 

 

（エ）種別 

種 別 令和６年度 令和５年度 前年度比 

苦 情 ５，４３８件(94.6%) ５，４８６件(93.3%) ９９．１％ 

問合せ ３０８件( 5.4%) ３９１件( 6.7%) ７８．８％ 

合 計 ５，７４６件( 100%) ５，８７７件( 100%) ９７．８％ 

5,000

5,500

6,000

6,500

R6R5R4R3R2

相談件数



 

 

 27 

 

（オ）処置内容別           ※年度を跨ぐ継続案件があるため、合計値は前ページと一致しない   

処理結果 令和６年度 令和５年度 前年度比 

他機関紹介 １０６件( 1.9%) ９５件( 1.6%) １１１．６％ 

助言(自主交渉) ３，５２３件(61.5%) ２，２８５件(39.1%) １５４．２％ 

その他情報提供 １，４７８件(25.8%) ２，８０９件(48.0%) ５２．６％ 

あっせん解決 ２６４件( 4.6%) ３３５件( 5.7%) ７８．８％ 

あっせん不調 ２４件( 0.4%) ３２件( 0.6%) ７５．０％ 

処理不能 ５６件( 1.0%) ７８件( 1.3%) ７１．８％ 

処理不要 ２７６件( 4.8%) ２１６件( 3.7%) １２７．８％ 

合 計 ５，７２７件( 100%) ５，８５０件( 100%) ９７．９％ 

     

イ 相談内容（苦情相談の内訳） 

  （ア）年代別(契約当事者)                  ※合計値は種別「苦情」件数のみ                 

年 代 令和６年度 令和５年度 前年度比 

２０歳未満 １１５件( 2.1%) １２１件( 2.2%) ９５．０％ 

２０歳代 ５７６件(10.6%) ５５６件(10.1%) １０３．６％ 

３０歳代 ５３２件( 9.8%) ４８５件( 8.8%) １０９．７％ 

４０歳代 ５８７件(10.8%) ６５８件(12.0%) ８９．２％ 

５０歳代 ８７９件(16.1%) ９６３件(17.6%) ９１．３％ 

６０歳代 ６９５件(12.8%) ７４９件(13.7%) ９２．８％ 

７０歳代 ８２０件(15.1%) ８２０件(14.9%) １００．０％ 

８０歳以上 ６５２件(12.0%) ５４３件( 9.9%) １２０．１％ 

団体・不明 ５８２件(10.7%) 

 
５９１件(10.8%) ９８．５％ 

合 計 ５，４３８件( 100%) ５，４８６件( 100%) ９９．１％ 

    

 

   参 考 

   令和７年４月時点 年齢別人口構成 （住民基本台帳より） 

 

年 代 人 口 割 合 

２０歳未満 １０８，０１８  １５．１％ 

２０歳代  ７７，８２８  １０．９％ 

３０歳代  ７９，８９４  １１．２％ 

４０歳代  ９６，６７８  １３．５％ 

５０歳代 １１７，３１９  １６．４％ 

６０歳代  ８１，５１１  １１．４％ 

７０歳代  ８５，７１９  １２．０％ 

８０歳以上  ６８，２６８   ９．５％ 

合計 ７１５，２３５ １００％ 
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（イ）職業別(契約当事者)                   ※合計値は種別「苦情」件数のみ 

職 業 令和６年度 令和５年度 前年度比 

給与生活者 ２，２４５件(41.3%) ２，４０３件(43.8%) ９３．４％ 

自営・自由 ２２６件( 4.1%) ２１６件( 3.9%) １０４．６％ 

家事従事者 ７０５件(13.0%) ６７６件(12.3%) １０４．３％ 

学  生 ２１４件( 3.9%) ２２４件( 4.1%) ９５．５％ 

無  職 １，４８８件(27.4%) １，４１５件(25.8%) １０５．２％ 

行政機関 ０件( 0.0%) ０件( 0.0%) ０. ０％ 

企業・団体 １２６件( 2.3%) １２５件( 2.3%) １００．８％ 

不明・無回答 ４３４件( 8.0%) ４２７件( 7.8%) １０１．６％ 

合 計 ５，４３８件( 100%) ５，４８６件( 100%) ９９．１％ 

 

 （ウ）内容別分類(契約当事者)                     ※複数内容のため件数超過          

内 容 令和６年度 令和５年度 前年度比 

安全・衛生 １５１件( 1.8%) １４３件( 1.8%) １０５．６％ 

品質・機能・役務品質 ８３８件(10.1%) ７１５件( 9.0%) １１７．２％ 

法規・基準 ３２件( 0.4%) ３４件( 0.4%) ９４．１％ 

価格・料金 ２８８件( 3.5%) ２４３件( 3.1%) １１８．５％ 

計量・量目 ８件( 0.1%) １件( 0.0%) ８００．０％ 

表示・広告 ３２２件( 3.9%) ２８１件( 3.5%) １１４．６％ 

販 売 方 法 ２，６１１件(31.4%) １，９８０件(25.0%) １３１．９％ 

契約・解約 ３，４６９件(41.7%) ４，０３１件(50.6%) ８６．１％ 

接客・対応 ５９１件( 7.1%) ５２７件( 6.6%) １１２．１％ 

包装・容器 １件( 0.0%) ０件( 0.0%) ０．０％ 

施設・設備 ３件( 0.0%) ５件( 0.0%) ６０．０％ 

合 計 ８，３１４件( 100%) ７，９６０件( 100%) １０４．４％ 

 

 （エ）販売購入形態(契約当事者)                ※合計値は種別「苦情」件数のみ 

販売購入形態 令和６年度 令和５年度 前年度比 

店舗購入 ９００件(16.6%) ８６９件(15.9%) １０３．６％ 

訪問販売 ７２３件(13.3%) ７０４件(12.8%) １０２．７％ 

通信販売 １，８４０件(33.8%) ２，０９２件(38.2%) ８８．０％ 

マルチ・マルチまがい ２６件( 0.5%) ２７件( 0.5%) ９６．３％ 

電話勧誘 ３１７件( 5.8%) ２４９件( 4.5%) １２７．３％ 

ネガティブ・オプション ２件( 0.0%) ０件( 0.0%) ０．０％ 

訪問購入 ４６件( 0.9%) ５１件( 0.9%) ９０．２％ 

その他無店舗 １７件( 0.3%) １１件( 0.2%) １５４．５％ 

不明・無関係 １，５６７件(28.8%) １，４８３件(27.0%) １０５．７％ 

合  計 ５，４３８件( 100%) ５，４８６件( 100%) ９９．１％ 



 

 

 29 

 （オ）年度別相談内容(契約当事者) 

年 度 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

令和６年度

(5,438) 

商品一般 

（５９７） 

工事・建築 

（２９７） 

役務・その他のサービス 

（２６６） 

不動産貸借 

（２６１） 

他の健康食品 

（１８４） 

令和５年度

(5,486) 

商品一般 

（４８７） 

工事・建築 

（２９７） 

不動産貸借 

（２７３） 

役務・その他のサービス 

（２４７） 

修理サービス

（１４５） 

令和４年度 

(5,485) 

商品一般 

（４５９） 

基礎化粧品 

（２５０） 

不動産貸借 

（２４２） 

工事・建築 

（２２２） 

エステティックサービス 

（１９６） 

令和３年度 

(5,108) 

商品一般 

（５０２） 

不動産貸借 

（２５１） 

工事・建築 

（２３５） 

修理サービス 

（１４８） 

役務・その他のサービス 

（１１５） 

令和２年度 

(5,574) 

商品一般 

（６０３） 

デジタルコンテンツ 

（４３２） 

工事・建築 

（３０２） 

他の健康食品 

（２６９） 

不動産貸借 

（２２６） 

  ※令和３年度より分類項目が変更され、「デジタルコンテンツ」が廃止となったことから、 

これまで「デジタルコンテンツ」にカウントされていた相談内容が他の項目（オンライン 

ゲームなど）に分類された。 

 

（カ）年代別相談内容(契約当事者) 

区 分 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

20 歳未満 

(115) 

インターネットゲーム 

（１６） 

他の健康食品 

（８） 

基礎化粧品

（７） 

医療サービス 

（７）※1 

他の内職・副業 

（６） 

20 歳代 

(576) 

不動産貸借 

（４９） 

エステティックサービス 

 （４４）※2 

医療サービス 

 （４１）※1 

商品一般 

（３１） 

他の内職・副業 

（２８） 

30 歳代 

(532) 

不動産貸借 

（６３） 

商品一般 

（３１） 

役務その他サービス 

（２８） 

フリーローン・サラ金 

 （１９）※3 
医療サービス 
 （１６）※1 

40 歳代 

(587) 

不動産貸借 

（４９） 

商品一般 

（３６） 

フリーローン・サラ金 

 （３２）※3 

役務その他サービス

（２４） 

工事・建築 

（１８） 

50 歳代 

(879) 

商品一般 

（７１） 

工事・建築 

（４７） 

不動産貸借 

（４２） 

他の健康食品 

（４０） 

役務その他サービス

（３９） 

60 歳代 

(695) 

商品一般 

（７９） 

工事・建築 

（４６） 

他の健康食品 

（４５） 

役務その他サービス 

（４０） 

基礎化粧品 

（２２） 

70 歳代 

(820) 
商品一般 

（１０８） 

工事・建築 

（５２） 

役務その他サービス 

（４５） 

他の健康食品

（４０） 

携帯電話サービス 

（２０） 

80 歳代 

（587） 

商品一般 

（９４） 

工事・建築 

（６５） 

役務その他サービス 

（４９） 

給湯システム 

（２９） 

新聞 

（２２） 

90 歳以上 

(65) 
工事・建築 

（９） 

新聞 

（７） 

給湯システム 

（６） 

役務その他サービス 

（６） 

建物清掃サービス 

（４） 

不明 

(582) 

商品一般 

（１４２） 

工事・建築 

（４５） 

不動産貸借 

（２１） 

フリーローン・サラ金 

 （２０）※3 

インターネット接続回線 

（１８） 

※1･･･医師が行う医療サービスすべて。 

※2･･･精神面も含め、頭髪を除く全身を美しくすることを目的とした美容サービス。 

※3･･･消費者金融会社、クレジット会社、銀行等が扱う、使途を限定しないで設定されている

消費者ローン。（カードローン、キャッシングローン、商工ローン、不動産ローン等） 
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（キ）相談事例とアドバイス 

『商品一般』（身に覚えがない商品の代金請求や架空請求はがきなどに関する相談） 

相談事例：スマートフォンに身に覚えのない料金未納のＳＭＳが届き、相手に連絡をし

た。「サイト利用料３０万円が未納。既に裁判の申立てをしている。」と言わ

れ、電子マネーカードで支払った。翌日「あなたのスマホからウイルスが発信

されている。」「損害賠償をされた場合のために高額の保険に入るように。」な

ど次々とメールが届き、その都度請求された金額を支払った。 

  ⇒ ・身に覚えがない場合は、相手に連絡しない。 

・お金を支払うと取り戻すことが難しいため、慌てて支払わない。 

・迷惑メールフィルターを設定して、不審なＳＭＳが届かないようにする。 

・宅配業者等の偽メールにも注意し、安易にリンク先をクリックしない。 
『工事・建築』（必要ない高額な住宅工事の契約をしてしまったことなどに関する相談） 

相談事例：事業者が訪ねて来て、「近所の工事をしているが、お宅の家の屋根が浮いている

ので点検してあげる」と言われてお願いしたところ、「このままでは雨漏りをす

る可能性があるので、修理をした方が良い。」と言われたため、その場で数百万

円の契約をした。後になってよく考えたら、高額な契約なので解約したい。 

  ⇒ ・その場ですぐに点検させず、家族に相談するなど、慎重に判断する。 

・その場で契約しない。 

・契約するときは複数社から見積りをとり、契約書の内容をしっかり確認す 

る。 

・契約してしまっても一定期間内であればクーリング・オフできる場合があ 

る。 

『不動産貸借』（敷金の返還や原状回復・退去時などに関する相談） 

相談事例：賃貸アパートの退去後、退去時の立ち会いでは指摘されなかったロールカーテ

ン代やフローリング汚れの掃除代を強引に請求された。 

  ⇒ ・退去時は、家主や管理会社等の立会いで部屋の現状を確認する。 

・提示された原状回復費用の内訳について、家主側に十分な説明を求める。 

・修繕費の明細が記載された見積書や敷金精算書等を請求する。工事代等が高

いと感じたときは、複数の業者から見積書を取るよう家主側へ要請する。 

『役務・その他のサービス』（副業の登録後、情報商材を有料で購入したことなどに関する相 

談） 

相談事例：インターネット広告で「必ず儲かる」と紹介されていた副業サイトに登録して

電子書籍を購入後、サポート付の情報商材を契約し、キャッシングを利用して

クレジットカードで支払ったが、儲からないので解約したい。 

  ⇒ ・必ず儲かるとの勧誘には注意する。 

・副業で使用する電子書籍の購入や高額なサポートプランなどを勧められた場 

合は、即決しないで家族や身近な人に相談するなどして、よく考えてから判 

断する。 

・キャッシング等を利用してまで、金銭を工面するように求められたら断る。 

 

 『修理サービス』（トイレ修繕を依頼したが高額で、便器交換も促されたことなどに関する 

相談） 

相談事例：家のトイレが詰まり、母がインターネットで調べた修理業者を呼び修理を頼ん 

だが、修理費が高額で便器の交換も促された。 

⇒ ・少額な「○○円から」という広告を鵜呑みにしない。 

・代金の内訳の説明を求め、可能な限り複数業者から見積りを取り比較する。 

・必要がないと判断した契約は、きっぱり断る。 



 

 

 31 

『インターネットゲーム』（子どもが高額課金のオンライゲームをしたことなどに関する相

談） 

相談事例：携帯電話会社から高額な利用料金の請求があり、家族に確認したところ小学生

の子どもが親のスマートフォンを使って課金しながらオンラインゲームをして 

いたことが分かった。 

⇒ ・オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合う。 

・保護者のアカウントを子どもが利用できないようにする。 

・保護者のアカウントで子どもに利用させる場合は、事前に保護者のアカウン

トに通知が届くなど、課金に気づける設定をする。 

『エステティックサービス』（広告に掲載されていた脱毛エステの施術を希望したが、高額な

プランを勧められたことなどに関する相談） 

相談事例：ＳＮＳでひげ脱毛が月額 1,000 円、全身脱毛が 3,000 円とうたう広告が表示さ

れ、エステ事業者のサイトで予約した。エステサロンに行くと、ひげや脱毛を

したい部分を選べる 50万円のコースを勧められた。高額だったため、広告掲載

のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、「納得のいく脱毛をする場合、これく

らいの料金がかかる」と言われ、契約した。大学生のため支払っていくことが

難しい、クーリング・オフしたい。 

⇒ ・「お試し施術」「月額○○円」など低価格の広告を鵜呑みにしない。 

・強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。 

・契約は慎重に検討する。 
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ウ 救済金額  

救済金額の内容 令和６年度 令和５年度 

回復額※1 ２７９件 ２４，４８９千円  ３１６件 ３１，４６９千円  

クーリング・オフ額※2 １０８件 ６７，４９２千円  １３１件 １２６，５８２千円

円  
未然防止額※3 ３５件 １０，１５１千円  ５５件 １５，１７９千円  

※１：既に契約・申込みをしてしまった金額の全部または一部が相談者に返金された金額 

    もしくは、支払いを免除された金額 

※２：クーリング・オフにより、返金、解約、取り消された金額 

※３：契約前に相談したことにより、支払いを免れた金額（相談者の申告による金額を含む） 

 

（２）多重債務相談  
    本市の多重債務相談は、消費生活相談員による相談のみであったが、早期解決を図るため、

平成２０年６月から神奈川県弁護士会(H28.4.1 より横浜弁護士会から改称)、神奈川県司法

書士会の協力により、無料相談を実施した。 

［場 所］消費生活総合センター 

［日 時］毎週木曜日 午後１時２０分～４時３０分(１コマ約４０分/全８コマ) 

年度 
多重債 
務相談 
※１ 

専門相談※２ 専門相談以外 
苦情相談に対する割合 弁護士 

相談 
司法書士 
相談 

他機関を 
紹介等※３ 

令和６年度 ９３件 ４０件 ２件 ５１件 １.７％( 93/5,438 件) 
令和５年度 ８８件 ３３件 ０件 ５５件 １.６％( 88/5,486 件) 
令和４年度 ５９件 ２０件 ０件 ３９件 １.１％( 59/5,485 件) 
令和３年度 ７９件 ２９件 ０件 ５０件 １.５％( 79/5,108 件) 
令和２年度 ８０件 １２件 ０件 ６８件 １.４％( 80/5,574 件) 

※１：ＰＩＯ－ＮＥＴシステムにおける多重債務に関するキーワードの分類原則が変更されたため、 

   集計方法の見直しを行った（Ｒ３）。 

※２：弁護士・司法書士相談件数は多重債務相談件数の内数。 

※３：相談内容に応じて、法テラス、神奈川県弁護士会ほかを案内。 

 

（３）町田市との相互相談  
平成１２年度に開催された首長懇談会により、平成１３年度から相互相談（来所相談のみ）

を開始するとともに、以後、消費生活相談会議を開催し、情報交換を実施している。 

 ア 相互相談 

年度 相模原市民が町田市へ相談 町田市民が相模原市へ相談 

令和６年度 ９件 ６件 

令和５年度 １０件 ５件 

令和４年度 １０件 ３件 

令和３年度 ７件 ５件 

令和２年度 ５件 ０件 

 

イ 消費生活相談会議 

［開催日］令和７年２月１３日(木) 

［内 容］消費生活相談状況、相互の情報交換(消費者安全確保地域協議会の設置検討状況、

消費生活相談のＤＸに係る検討状況、相談員確保等)について 
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（４）消費生活特別相談  
ア 関東甲信越ブロック共同事業「高齢者被害特別相談」(再掲) 

  関東甲信越ブロック高齢者被害防止共同キャンペーン(９月)の一環として行ったもの 

［期 間］令和６年９月１６日(月・祝)～１８日(水) 

［場 所］消費生活総合センター 

［内 容］高齢者を対象とした消費生活特別相談を実施 

 

イ 関東甲信越ブロック共同事業「若者トラブル１８８番」（再掲） 

  関東甲信越ブロック若者被害防止共同キャンペーン（１月～３月）の一環として行ったもの 

［期 間］令和７年１月１２日(日)～１４日(火) 

［場 所］消費生活総合センター 

［内 容］若者を対象とした消費生活特別相談を実施 

 
（５）事業者指導等  

市民の消費生活の安定向上と適正な商品サービスの普及を図るため、不適正な取引行為を

行っている事業者の情報交換や今後の指導について検討した。 
神奈川県消費者被害拡大防止連絡会議に出席  ４回 

 

２ 消費者団体の支援等  
消費者問題の解決及び消費生活に関する意識、取組の活性化を図るため、会議室の貸出し等の

支援を行う他、活動の場を提供するなど、消費者団体の支援等に取り組んだ。 

 

（１）消費者団体  
ア さがみはら消費者の会(平成 29 年 6 月 14 日設立) 

    さがみはら消費者の会加盟団体 

 団 体 名 

１ 松葉町婦人会消費生活部 

２ パルシステム神奈川 

３ 個人参加 

 

イ 市内の生活協同組合 

 組 合 名 

１ 生活協同組合ユーコープ 

２ パルシステム神奈川（相模センター） 

３ 神奈川北央医療生活協同組合 

４ さがみ生活クラブ生活協同組合 

５ 麻布大学生活協同組合 

６ 宇宙科学研究所生活協同組合 

７ 相模原市職員生活協同組合 

     

 

（２）支援内容  
会議室の貸出し、市民まつり等各種イベントでのブース出展協力、後援など。 
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（  ）は不合格数 

（  ）は不適正数 

（３）協働等事業  
消費者団体との協働等による消費生活事業として実施 

 みんなで考えよう消費生活展(第５６回)(再掲) 

 

（４）生活協同組合に係る市町村経由文書  
経由対象文書は、生協法等に定める知事に提出するすべての書類となっているが、

事務の合理化・簡素化を図るため､市町村の施策に関係する書類に限定することとさ

れている。 

（事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

〔神奈川県条例規則〕） 

・対象経由文書           令和６年度 ５件(令和５年度 ６件) 

・消費生活関連共催等名義使用承認  令和６年度 ０件(令和５年度 ０件) 

 

３ 計量及び表示の適正化  
（１）計量  

ア 計量器定期検査 

   計量法に基づき、商店、事業所等で取引・証明に使用される特定計量器について、商品の

量目の正確性と取引の適正化を図るため、２年に１回、市域を二分割して実施している(平

成１６年度～)。 

年度 地区 実施者 検査戸数 
検査個数 計 量 器 内 訳 

計 はかり 分銅・おもり 

令和６

年度 北 
計量協会 ３５３ １，１７５(27) １，０６０(27) １１５( 0) 

上記以外 ６０ ３６０( 1) ３４５( 1) １５( 0) 

令和５

年度 
南 

計量協会 ７７５ １，７４２(13) １，５５１(13) １９１( 0) 

上記以外 ６１ ７９０( 3) ７１７( 3) ７３( 0) 

令和４

年度 
北 

計量協会 ３５３ １，２３１( 7) １，０８６( 7) １４５( 0) 

上記以外 ６２ ３８０( 4) ３６５( 4) １５( 0) 

令和３

年度 
南 

計量協会 ７７９ １，７９８(17) １，５６６(17) ２３２( 0) 

上記以外 ６４ ９２１( 3) ８１１( 3) １１０( 0) 

 

イ 立入検査 

（ア）商品量目検査 

商品の製造及び販売の過程における適正な量目を確保し、消費者の不利益を防止する   

とともに事業者(主にスーパー)の計量管理指導を行った。 

年度 時 期 実施日 事業者数 検査個数 
検査個数内訳 

食肉類 魚介類 青果類 惣菜類 

令和

６ 

年度 

前 期 7/11 ２(0) １４４(0) ３７(0) ３４(0) ３９(0) ３４(0) 

後 期 12/2・5 ４(0) ２４０(2) ５４(0) ５４(0) ７６(2) ５６(0) 

計 ６(0) ３８４(2) ９１(0) ８８(0) １１５(2) ９０(0) 

令和

５ 

年度 

前 期 8/1 ２(0) １１１(0) ２０(0) ３１(0) ２５(0) ３５(0) 

後 期 12/21・22 ４(1) ３１３(2) ８０(0) ７６(0) ８０(2) ７７(0) 

計 ６(1) ４２４(2) １００(0) １０７(0) １０５(2) １１２(0) 

令和

４ 

年度 

前 期 7/26 ２(0) １６０(0) ４０(0) ４０(0) ４０(0) ４０(0) 

後 期 12/5・19 ３(2) ２１０(4) ６０(0) ５８(1) ４５(2) ４７(1) 

計 ５(2) ３７０(4) １００(0) ９８(1) ８５(2) ８７(1) 

令和

３ 

年度 

前 期 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 

後 期 12/10 ２(0) １５９(0) ４０(0) ４０(0) ３９(0) ４０(0) 

計 ２(0) １５９(0) ４０(0) ４０(0) ３９(0) ４０(0) 
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（イ）商品試買検査 

県及び計量特定市とともに、同一商品を対象に適正計量に係る量目検査を実施した。 

年度 実施日 商  品 製造業者数 種 類 検査個数 

令和６年度 8/16 米菓 ３ ５ ２５ 

令和５年度 

 
8/24 香辛料 ４ ５ ２５ 

令和４年度 

 
10/21 スナック菓子 ４ ５ ２５ 

令和３年度

度」 
8/26 ふりかけ ４ ５ ２５ 

 

（ウ）特定計量器の検査 

     取引・証明に使用されている各計量器について、適正使用の確認及び計量管理の徹底を

図るため、各事業所へ立入り検査を行った。 

 

●質量計                                     （  ）は不適正数 

 

●石油ガスメーター(ＬＰガスメーター) 

  ［対象］ 市内石油(ＬＰ)ガス事業所                          （  ）は不適正数 

 

●タクシーメーター 

   ［対象］ タクシー事業者                             （  ）は不適正数 

 

 

 

 

 

 

年度 時 期 実施日 事業者数 検査件数 

令和６年度 
前 期 7/11 ２(0) ９(0) 

後 期 12/2・5 ４(2) １７(3) 

計 ６(2) ２６(3) 

令和５年度 

前 期 8/1 ２(2) １０(3) 

後 期 12/21・22 ４(3) ２３(7) 

計 ６(5) ３３(10) 

令和４年度 

前 期 7/26 ２(1) ９(4) 

後 期 12/5・19 ３(2) １２(3) 

計 ５(3) ２１(7) 

令和３年度 

前 期 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 

後 期 12/10 ２(0) １０(0) 

計 ２(0) １０(0) 

年度 実施日 事業者数 台帳検査個数 現物検査個数 

令和６年度 1/20・24 ２(0) ５，７６３(0) ３(0) 

令和５年度 11/2・6 ２(0) ９１０(0) ２(0) 

令和４年度 1/17・19 ２(0) ６８７(0) ２(0) 

令和３年度 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 

年度 実施日 事業者数 台帳検査個数 現物検査個数 

令和６年度 1/20・24 ２(0) ６３(0) ２(0) 

令和５年度 11/2・6 ２(0) ２４(0) ２(0) 

令和４年度 1/17・19 ２(0) ７７(0) ２(0) 

令和３年度 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 
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●燃料油メーター 

［対象］ 燃料油販売事業者                           （  ）は不適正数 

 

 

（２）計量思想の普及・啓発  
ア 正量取引強調月間運動 

商取引における計量の適正化と消費者の計量思想の啓発を図るため、商取引が増大する中

元期及び歳末期に実施した。 

［期 間］令和６年７月１日（月）～３１日（水）、１２月１日（日）～３１日（火） 

［内 容］ポスターによる正量取引の必要性の周知 

［配布先］７５箇所 

 

イ 計量教室(再掲) 

夏休み子ども消費者教室（Ｐ１６参照）の中で、公益社団法人神奈川県計量協会の方を講 

師に、計量教室を実施した。 

 

ウ 計量ブースの出展(再掲) 

第５６回みんなで考えよう消費生活展（Ｐ９参照）の中で、計量ブースを出展し、来場者

が天秤ばかりを使用して重さの感覚テストを行うなどにより啓発活動を行った。 

 

エ 計量管理強調月間運動 

［期 間］令和６年１１月１日（金）～３０日（土） 

［内 容］ポスター等による計量管理の必要性の周知など 

［配布先］９０箇所（公共施設等、流通事業所、製造事業所） 

 

（３）表示監視（家表法及び製品安全四法に基づく立入検査）  
平成２４年４月１日から電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律に基づく立入検査事務について県から移譲された。 

そのため、先に移譲されていた家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法に基づく立入

検査(昭和５６年１月１日に県から移譲)とともに、日常生活で使う家庭用品に適正な表示

がされているか、消費生活用製品や電気用品などの指定された製品について、国が定

めた技術上の基準を満たしていることを証する表示があるかを立入検査により確認

した。令和６年度は、令和７年２月１７日（月）に実施した。 

  

年度 実施日 事業者数 台帳検査個数 現物検査個数 

令和６年度 1/20・24 ４(0) ０(0) ３４(0) 

令和５年度 11/2・6 ４(0)        ０(0) ３６(0) 

令和４年度 1/17・19 ３(0) ０(0) １７(0) 

令和３年度 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止 
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※店舗合計数は延件数 

※店舗合計数は延件数 
※店舗合計数は延件数 

ア 家庭用品品質表示法に基づく立入検査 

令和６年度 検査実施店舗 ２店 

 

 

 

令和５年度 検査実施店舗 ２店 

 

イ 消費生活用製品安全法に基づく立入検査 

令和６年度 検査実施店舗 ２店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

家庭用圧力鍋及び圧力釜 １ ２ ０   

石油ストーブ ２ ４５ ０  

ライター １ ８０ ０  

乗車用ヘルメット １ １２ ０  

 

令和５年度 検査実施店舗 ２店 

  

区 分 店舗数 品目数 検査点数(Ａ) 
無表示

点数(Ｂ) 

不適正

点数(Ｃ) 

適正表示率 

(Ａ－(Ｂ＋Ｃ))/Ａ×100  

繊維製品 １ ５ ２８４ ０ ０ １００％ 

合成樹脂加工品 １ ５ １，２４４ ０ ０ １００％ 

電気機械器具 ２ １５ １，０８０ ０ ０ １００％ 

雑貨工業品 １ ５ ２，５９５ ０ ０ １００％ 

合  計 ５ ３０ ５，２０３ ０ ０ １００％ 

区 分 店舗数 品目数 検査点数(Ａ) 
無表示

点数(Ｂ) 

不適正

点数(Ｃ) 

適正表示率 

(Ａ－(Ｂ＋Ｃ))/Ａ×100  

繊維製品 １ ５ １，６３４ ０ ０ １００％ 

合成樹脂加工品 １ ５ ２２１ ０ ０ １００％ 

電気機械器具 ２ １４ １，８７７ ０ ０ １００％ 

雑貨工業品 ２ ８ ３，５８６ ０ ０ １００％ 

合  計 ６ ３２ ７，３１８ ０ ０ １００％ 

区 分 店舗数 機種数 違反件

数 
違 反 内 容 

家庭用圧力鍋及び圧力釜 １ ９ ０  

石油ストーブ ２ １４５ ０  

ライター １ ６５ ０  
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ウ 電気用品安全法に基づく立入検査 

令和６年度 検査実施店舗 ２店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

電熱器具 

高原 
２ ６５ ０   

光源及び光源応用機械器具 １ ４５ ０  

リチウムイオン蓄電池 １ １０９ ０  

 

令和５年度 検査実施店舗 １店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

リチウムイオン蓄電池 １ ２１９ ０   

電気ストーブ １ １３１ ０  

 

エ ガス事業法に基づく立入検査 

令和６年度 検査実施店舗 １店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

ガスこんろ １ ４１ ０  

 

令和５年度 検査実施店舗 １店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

ガスこんろ １ ８ ０  

 

オ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する立入検査 

令和６年度 検査実施店舗 ２店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

カートリッジガスこんろ ２ ４６ ０  

一般ガスこんろ ２ ４１ ０  

 

令和５年度 検査実施店舗 １店 

区 分 店舗数 機種数 違反件数 違反内容 

カートリッジガスこんろ １ ２５ ０  

一般ガスこんろ １ ８ ０  
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条例・規則等 

相模原市消費生活条例 

 

平成２１年１２月２２日 

条例第６５号 

 

目次 

第１章 総則(第１条―第９条) 

第２章 消費者の安全確保 

第１節 安全な商品等の供給(第１０条―第１２条)  

第２節 表示等の適正化(第１３条―第２０条) 

第３節 安心できる取引(第２１条・第２２条) 

第４節 生活関連商品の安定した供給(第２３条―第２５条) 

第５節 事業者への調査及び公表(第２６条・第２７条) 

第６節 消費者被害の救済(第２８条―第３１条) 

第３章 消費者の自立支援(第３２条―第３６条) 

第４章 雑則(第３７条・第３８条) 

附 則 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、市民の消費生活について、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力

の格差にかんがみ、消費者の権利の確立及び自立のため、市が実施する施策について必要な事項を定

めるとともに、市及び事業者の責務並びに消費者の役割を明確にし、それぞれの責任を果たすことに

より、市民が安全で安心できる消費生活を確保し、もって将来にわたりその安定と向上を図ることを

目的とする。 

(基本理念) 

第２条 すべての市民が安全で安心できる消費生活を確保するため、消費者の利益の擁護及び増進に関

する市の総合的施策は、消費者の自立を支援するとともに、次に掲げる消費者の権利を尊重して行わ

れなければならない。 

（１）商品又はサービス(以下「商品等」という。)によって消費者の生命、身体又は財産が侵されない

権利 

（２）適正な表示等により消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利 

（３）不適正な取引行為により消費者が被害を受けない権利 

（４）消費者被害から適切かつ速やかに救済される権利 

（５）消費者に必要な情報が速やかに提供される権利 

（６）自立した消費者となるために消費者教育を受ける権利 

（７）多重債務問題から救済される権利 

（８）消費者の意見が市の施策に反映される権利 

２ 消費者に関する市の施策の推進は、消費者の年齢、経済状況その他の特性、高度情報通信社会の進

展、国際化の進展及び循環型社会の推進等の環境保全に配慮して行わなければならない。 

(市の責務) 

第３条 市は、基本理念にのっとり、市民が安全で安心できる消費生活を確保するため、地域の状況に

応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、施策の実施に当たっては、消費者、消費者団体、事業者及び事業者団体と協働で行うよう努

めなければならない。 

(事業者の責務) 

第４条 事業者は、基本理念にかんがみ、次に掲げる措置を講ずるとともに、消費者が安全で安心でき

る消費生活を確保するため、積極的に市の施策に協力し、又は自ら適切な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

参考 
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（１）消費者の安全及び公正な取引を確保すること。 

（２）消費者に必要な情報を分かりやすく提供すること。 

（３）消費者の年齢、知識、経験及び経済状況に配慮した取引を行うこと。 

（４）消費者の苦情等に適切かつ速やかに対応するための体制づくりに努め、これを的確に処理するこ

と。 

（５）事業活動に当たって、循環型社会の推進等の環境保全に配慮すること。 

(事業者団体の責務) 

第５条 事業者団体は、事業者の取組を尊重しつつ、関係団体と連携し、苦情等の処理の体制の整備及

び消費者の信頼を得るための自主的な活動の推進に努めなければならない。 

２ 事業者団体は、消費者が安全で安心できる消費生活を確保するため、積極的に市の施策に協力する

よう努めなければならない。 

(消費者の役割) 

第６条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する情報を収集し、知識を習得し、及び積極的に意見を述

べ、責任を持って自主的かつ合理的に行動するよう努めるものとする。 

２ 消費者は、著作権その他知的財産権の適正な保護に努めるものとする。 

３ 消費者は、商品等を適切かつ安全に使用又は利用するよう努めるものとする。 

４ 消費者は、消費生活において循環型社会の推進等の環境保全に配慮するよう努めるものとする。 

(消費者団体の役割) 

第７条 消費者団体は、関係団体と連携し、消費生活に関する情報を収集し、それを積極的に提供し、

意見を述べ、並びに消費者の権利の拡充及び自主的かつ合理的な行動の推進のための啓発及び教育の

支援を行うよう努めるものとする。 

(相互理解及び協力等) 

第８条 市、消費者、消費者団体、事業者及び事業者団体は、この条例の目的を達成するため、それぞ

れの責務又は役割を相互に理解し、尊重し、及び協力するものとする。 

２ 市長は、市民が安全で安心できる消費生活を確保するために必要と認める場合は、国、県及び他の

地方公共団体に必要な措置を講ずるよう要請することができる。 

３ 市は、国、県及び他の地方公共団体が実施する消費生活に関する施策について協力を要請された場

合は、その要請に応ずるものとする。 

(消費生活基本計画) 

第９条 市長は、この条例の目的を達成し、消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

消費生活基本計画を策定しなければならない。 

２ 市長は、消費生活基本計画の策定に当たっては、相模原市消費生活審議会(以下「審議会」という。)

の意見を聴かなければならない。 

第２章 消費者の安全確保 

第１節 安全な商品等の供給 

(危険な商品等の供給禁止) 

第１０条 事業者は、消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれの

ある商品等の供給をしてはならない。 

２ 事業者は、供給する商品等の品質管理及び質の向上を図り、安全な商品等の供給に努めなければな

らない。 

３ 事業者は、供給する商品等が適切かつ安全に使用又は利用されるように説明等をするよう努めなけ

ればならない。 

４ 事業者は、供給する商品等が消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害を及ぼし、又は及ぼ

すおそれがある場合は、直ちにその事実を公表し、速やかに商品等の供給中止、回収等被害防止のた

めに適切な措置を講じなければならない。 

(危険な商品等に対する措置) 

第１１条 市長は、商品等が消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害を及ぼすおそれがある場

合は、当該商品等について必要な調査を行い、又は事業者に対して当該商品等が安全であることの立

証を求めることができる。 
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２ 市長は、前項の調査又は立証の結果、商品等が消費者の生命若しくは身体に危害又は財産に損害を

及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合は、速やかに商品等の供給中止、回収等被害防止のた

めに適切な措置を講ずるよう事業者に指導又は勧告を行うことができる。 

(緊急被害防止措置) 

第１２条 市長は、商品等が消費者の生命若しくは身体に重大な危害又は財産に重大な損害を及ぼすこ

とが明確であり、被害の防止のため緊急の必要がある場合は、直ちに商品等の名称、事業者の氏名又

は名称その他必要な情報を消費者へ提供するものとする。 

２ 前項に規定する場合において、事業者は、速やかに商品等の供給中止、回収等被害防止のために適

切な措置を講じなければならない。 

第２節 表示等の適正化 

(適正な表示) 

第１３条 事業者は、商品等を供給するに当たり、次に掲げる事項を適正に分かりやすく表示するよう

努めなければならない。 

（１）商品等を供給する事業者の住所、氏名又は名称及び連絡先 

（２）商品等の価格又は質量若しくは時間等の単位当たりの価格 

（３）商品等を適切かつ安全に使用又は利用するための方法 

（４）自動販売機等の機械又はテレビ、インターネット等の通信販売により商品等を供給する場合、取

引に必要な事項 

（５）商品の保証及び修理に関する事項 

（６）商品を廃棄する場合の注意事項及び再利用等の方法 

(表示基準) 

第１４条 市長は、前条の規定による商品等に表示すべき事項その他事業者が遵守すべき基準(以下「表

示基準」という。)を定めることができる。 

２ 市長は、表示基準を定め、又は変更し、若しくは廃止する場合は、審議会の意見を聴かなければな

らない。 

３ 市長は、前２項の規定により表示基準を定め、又は変更し、若しくは廃止する場合は、その旨を告

示するものとする。 

(表示基準の違反に対する措置) 

第１５条 市長は、事業者が表示基準に違反している疑いがある場合は、必要な調査を行うことができ

る。 

２ 市長は、前項の調査の結果、事業者が表示基準に違反している場合は、当該事業者に対して基準を

遵守するよう指導又は勧告を行うことができる。 

(見積書の発行) 

第１６条 事業者は、商品等の供給に当たり、価格の内訳が分かりにくく、消費者に誤認を与えるおそ

れがある場合は、事前にサービスの内容、価格の内訳等重要な事項を説明し、かつ、分かりやすい見

積書を発行するよう努めるものとする。 

(包装の適正化) 

第１７条 事業者は、商品の内容を誇張し、又は消費者に誤認を与えるような過大又は過剰な包装をし

てはならない。 

２ 消費者は、商品の購入に際して、適正に包装された商品の購入に努めるものとする。 

(計量の適正化) 

第１８条 市長は、消費者と事業者との間の取引において適正な計量が確保されるよう必要な施策を講

ずるものとする。 

２ 事業者は、商品等の供給に当たっては、適正な計量に努めなければならない。 

(広告の適正化) 

第１９条 事業者は、商品等の広告について、虚偽又は誇大な表現、消費者が選択を誤るおそれのある

表現等不適正な表現をしてはならない。 

(約款の適正化) 

第２０条 事業者は、商品等の供給に当たっては、消費者の利益を不当に害する内容の約款を用いては

ならない。 
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第３節 安心できる取引 

(不適正な取引行為の禁止) 

第２１条 事業者は、消費者との取引に当たっては、次に掲げる不適正な取引行為を行ってはならない。 

（１）消費者に販売の意図を隠して接近し、商品等の内容等取引を行うための重要な情報を提供せず、

又は誤信を招く情報を提供することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

（２）消費者を執ように説得することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

（３）消費者を心理的に不安な状態に陥れ、又は自由な意思決定を妨げることにより、契約の締結を勧

誘し、又は契約を締結させる行為 

（４）消費者に不当に不利益をもたらすことが明確な内容の契約を締結させる行為 

（５）消費者又はその関係人を欺き、威迫して困惑させる等不当な手段を用いて、消費者又はその関係

人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いがあるものを含む。)に基づく債務の履

行を迫り、又は履行させる行為 

（６）契約に基づく債務の完全な履行が無い旨の消費者の苦情に対し、適切な処理をせず、債務の履行

を拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、又は取引内容を一方的に変更し、若しくは終了する行為 

（７）消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契

約の無効の主張に際し、これらを妨げ、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤

回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、

このことによって生じた債務の履行を拒否し、若しくはいたずらに遅延させる行為 

（８）消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該消費者に対して、当

該購入に要する資金の貸付けその他信用の供与又は保証の受託をする契約において、消費者の利益

を不当に害することが明確にもかかわらず、契約の締結を勧誘し、若しくは契約を締結させ、又は

債務の履行を迫り、若しくは履行させる行為 

(不適正な取引行為に対する措置) 

第２２条 市長は、事業者が不適正な取引行為を行っている疑いがある場合は、当該行為に対して必要

な調査を行うことができる。 

２ 市長は、前項の調査の結果、事業者が不適正な取引行為を行っていると認める場合は、当該事業者

に対して当該行為を是正するよう指導又は勧告を行うことができる。 

第４節 生活関連商品の安定した供給 

(生活関連商品の情報収集と価格の安定) 

第２３条 市長は、日常生活と関連の深い商品(以下「生活関連商品」という。)について必要がある場

合は、価格、需給その他必要な情報を収集し、必要に応じてその情報を消費者へ提供するものとする。 

２ 事業者は、生活関連商品の円滑な流通及び価格の安定に努めなければならない。 

(特定生活関連商品の指定) 

第２４条 市長は、生活関連商品の供給が著しく不足し、若しくは価格が著しく高騰し、又はそのおそ

れがある場合は、当該生活関連商品を特定生活関連商品として指定し、事業者に対して当該特定生活

関連商品の円滑な流通及び価格の安定に協力するよう要請することができる。 

２ 市長は、前項に規定する状態が消滅した場合は、同項の規定による指定を解除するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により特定生活関連商品を指定し、又は解除した場合は、その旨を告示しな

ければならない。 

(特定生活関連商品に対する措置) 

第２５条 市長は、特定生活関連商品について事業者が買占め又は売惜しみにより、円滑な流通又は価

格の安定を妨げる行為を行っている疑いがある場合は、当該行為に対して必要な調査を行うことがで

きる。 

２ 市長は、前項の調査の結果、事業者が円滑な流通又は価格の安定を妨げる行為を行っていると認め

る場合は、当該事業者に対して当該行為を是正するよう指導又は勧告を行うことができる。 

第５節 事業者への調査及び公表 

(調査) 

第２６条 市長は、第１１条第１項、第１５条第１項、第２２条第１項又は第２５条第１項に規定する

権限を行使するため、事業者及びその関係者に対して、資料及び商品の提出、報告、説明等を求める

ことができる。 
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２ 市長は、第１１条第１項、第１５条第１項、第２２条第１項又は第２５条第１項に規定する権限を

行使するため必要な限度において、その職員を事業所及び事務所その他事業に関係のある場所に立ち

入らせ、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者及びその関係者

の請求があった場合は、これを提示しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により事業者から商品の提出があった場合は、事業者及びその関係者に対し

て正当な補償を行うものとする。 

５ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(公表) 

第２７条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者の氏名又は名称その他

必要な事項を公表することができる。ただし、当該事業者に正当な理由がある場合は、この限りでな

い。 

（１）第１１条第１項の規定による立証に応じない場合 

（２）第１１条第２項、第１５条第２項、第２２条第２項又は第２５条第２項の規定による勧告に従わ

ない場合 

（３）前条第１項の規定による資料及び商品の提出、報告、説明等必要な調査に応ぜず、又は虚偽の報

告等をした場合 

（４）前条第２項の規定による調査に応ぜず、又は虚偽の答弁等をした場合 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、その理由を当該事業者及びそ

の関係者に通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、緊急を要する場

合又は当該事業者及びその関係者の所在が不明で通知できない場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定による公表をしようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならな

い。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 

第６節 消費者被害の救済 

(苦情及び相談の処理) 

第２８条 市長は、消費者から事業者との取引によって生じた苦情又は相談があった場合は、速やかに

これを解決するために必要な助言、あっせんその他必要な措置を講じなければならない。 

２ 市長は、前項の措置を講ずるため、消費生活センター等での相談体制を充実させなければならない。 

(消費生活審議会のあっせん又は調停) 

第２９条 市長は、前条第１項の措置を講じたにもかかわらず解決が困難であり、公正かつ速やかな解

決のために必要であると認める場合は、審議会によるあっせん又は調停に付すことができる。 

２ 審議会は、あっせん又は調停のために必要があると認める場合は、消費者、事業者又はその関係者

に審議会への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

(多重債務問題への対応) 

第３０条 市長は、多重債務問題の未然防止、拡大防止、解決及び再発防止のため、啓発活動の充実、

相談体制の整備等必要な措置を講じなければならない。 

(消費者訴訟の援助) 

第３１条 市長は、消費者が事業者との取引で被害を受け、消費者が事業者に訴訟を提起する場合又は

事業者に訴訟を提起された場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該消費者に対し、当該

訴訟に係る経費の貸付け(以下「貸付金」という。)及び資料の提供等訴訟に対する必要な援助を行う

ことができる。 

（１）同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又はそのおそれがあること。 

（２）当該消費者が貸付金を受けなければ訴訟の提起、訴訟の維持又は応訴が困難であること。 

（３）当該取引が審議会の審議に付されていること。 

（４）当該取引発生時に当該消費者が市内に住所を有し、貸付金の申込み時に引き続き市内に住所を有

していること。 

２ 貸付金は、無利子とする。 

３ 市長は、訴訟の結果、当該消費者が当該貸付金の額以上の金額を得ることができなかった場合その

他貸付金を返還させないことが適当であると認める場合は、当該貸付金の全部又は一部の返還を免除

することができる。 



 

 

 44 

第３章 消費者の自立支援 

(消費者教育の推進等) 

第３２条 市は、消費者が消費生活に関する知識を習得し、自立した消費者として自主的かつ合理的に

行動することを支援するため、消費者教育に関する施策の推進及び学習支援のための環境整備に努め

なければならない。 

２ 市は、取引行為について判断能力が十分でない人の消費者被害を防ぐため、必要な施策の推進に努

めなければならない。 

(情報の収集と提供) 

第３３条 市は、消費者の自主的かつ合理的な行動の支援及び消費者被害の防止のため、消費生活に関

する情報を収集し、啓発活動に努めなければならない。 

(消費者団体の育成) 

第３４条 市は、消費者団体の育成及び自主的な活動の促進を図るため、必要な施策を推進しなければ

ならない。 

(消費者意見の反映) 

第３５条 市長は、消費生活に関する施策の策定又は実施に関し、消費者及び消費者団体の意見を把握

し、これを反映させるよう努めなければならない。 

２ 市長は、消費者、消費者団体、事業者及び事業者団体が相互の理解と協力により安全で安心できる

消費生活を確保するため、情報及び意見の交換を行う交流の機会を設けるよう努めなければならない。 

(市長への申出) 

第３６条 消費者は、事業者がこの条例の規定に違反し、又は市長が必要な措置を講じていないことに

より、消費者の権利が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合は、市長にその旨を申し出て適切

な措置を講ずるよう求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による消費者からの申出に対し必要と認める場合は、適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

第４章 雑則 

(適用除外) 

第３７条 第２章第１節の規定は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律(昭和３５年法律第１４５号)第２条第１項に規定する医薬品については、適用しない。 

２ 第２章の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 

（１）医師、歯科医師その他これらに準ずる者により行われる診療行為及びこれに準ずる行為 

（２）法令に基づいて規制されている商品等の価格 

(委任) 

第３８条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 抄 

(施行期日) 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成２６年１０月２９日条例第５６号) 

この条例は、平成２６年１１月２５日から施行する。 
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相模原市消費生活条例施行規則 

 

平成２２年３月３１日 

規則第５３号 

 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、相模原市消費生活条例(平成２１年相模原市条例第６５号。以下「条例」とい

う。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(危険な商品等に対する立証要求) 

第２条 条例第１１条第１項の規定により事業者に対し、立証を求めるときは、立証の期限を付した

立証要求書により行うものとする。 

２ 市長は、前項の期限までに立証することが困難である旨の申出があった場合において、正当な理

由があると認めるときは、当該期限の延長をすることができる。 

(危険な商品等に対する勧告) 

第３条 条例第１１条第２項の勧告は、被害防止勧告書により行うものとする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(緊急被害防止措置) 

第４条 条例第１２条第１項の規定による情報の提供は、市のホームページ、新聞その他の広報媒体

を通じて行うものとする。 

(表示基準の違反に対する勧告) 

第５条 条例第１５条第２項の勧告は、表示是正勧告書により行うものとする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(不適正な取引行為) 

第６条 条例第２１条に規定する不適正な取引行為に該当する取引行為は、別表のとおりとする。 

(不適正な取引行為に対する勧告) 

第７条 条例第２２条第２項の勧告は、不適正取引行為是正勧告書により行うものとする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(特定生活関連商品に対する勧告) 

第８条 条例第２５条第２項の勧告は、特定生活関連商品買占め等是正勧告書により行うものとす

る。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(調査) 

第９条 条例第２６条第１項の規定により資料及び商品の提出を求める場合は資料等提出要求書によ

り、報告又は説明を求める場合は報告等要求書により行うものとする。 

２ 条例第２６条第２項の規定により立入調査を行う職員は、立入調査書(第１号様式)を提示しなけ

ればならない。 

３ 条例第２６条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第２号様式)とする。 

４ 条例第２６条第４項の規定により補償を受けようとするものは、商品補償請求書を市長に提出し

なければならない。 

５ 市長は、前項の規定により請求書が提出された場合は、請求書に基づき補償額を決定し、商品補

償決定通知書により請求者に通知するものとする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(公表及び意見聴取) 

第１０条 条例第２７条第１項の規定による公表は、市のホームページ、新聞その他の広報媒体を通

じて行うものとする。 

２ 条例第２７条第２項の規定により事業者から意見を聴取するときは、意見聴取通知書により当該

事業者に通知するものとする。 

３ 事業者からの意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めた場合を除き、意見を記載し

た書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。 

参考 
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４ 事業者は、前項の規定により意見書を提出する際(口頭で意見を述べることを認めた場合にあって

はその際)に、証拠書類を提出することができる。 

５ 市長は、公表を行うときは、公表通知書により当該事業者に通知するものとする。 

(貸付けの範囲) 

第１１条 条例第３１条第１項の規定により貸し付ける経費の対象は、次に掲げる費用とする。 

（１）裁判手続費用 

（２）弁護士又は司法書士に支払う費用 

（３）前２号に掲げるもののほか、証書作成費用、通信連絡費用等訴訟に要するものと市長が認める

費用 

（４）権利の保全に要する費用(裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納め

る登録免許税並びに執行官法(昭和４１年法律第１１１号)の規定による手数料及び費用に限る。) 

（５）強制執行に要する費用(裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税並びに執行官法

の規定による手数料及び費用に限る。) 

(貸付金の額) 

第１２条 条例第３１条第１項に規定する貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、訴訟１件に

つき審級ごとに１，０００，０００円とする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(貸付けの申請) 

第１３条 条例第３１条第１項の規定により貸付けを受けようとする者は、消費者訴訟資金貸付申請

書に被害の概要を記載した書類、貸付けを受ける訴訟費用の内訳書、住民票及び印鑑証明書を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 条例第３１条第１項の規定により貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければなら

ない。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(貸付けの決定) 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があった場合において、貸付けの承認又は

不承認について決定したときは、消費者訴訟資金貸付承認・不承認通知書により申請者に通知する

ものとする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(貸付契約) 

第１５条 前条の規定により貸付けの承認の通知を受けた者は、通知を受けた日から２週間以内に市

と契約しなければならない。 

(貸付金の返還) 

第１６条 貸付金の返還期限は、訴訟が終了した日から起算して６月以内とする。ただし、強制執行

に係る貸付金については、執行が終了した日から１月以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が正当な理由があると認めるときは、返還期限を延長することが

できる。 

３ 貸付金の返還方法は、全額一括返還とする。 

(貸付金の即時返還) 

第１７条 市長は、条例第３１条第１項の規定により貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が

次の各号のいずれかに該当した場合は、貸付金の即時返還を命ずることができる。 

（１）貸付金を目的外に使用した場合又はその目的に使用しない場合 

（２）虚偽の申込みをした場合 

（３）訴えを取り下げた場合 

（４）連帯保証人を欠き新たな連帯保証人を立てられない場合 

（５）条例又はこの規則に違反した場合 

２ 市長は、前項の規定により貸付金の即時返還を命ずる場合は、消費者訴訟資金貸付金返還通知書

により借受者に通知するものとする。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(貸付金の返還免除) 
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第１８条 条例第３１条第３項の規定により貸付金の全部又は一部を返還させないことが適当と認め

る場合は、次のとおりとする。 

（１）借受者が死亡し、訴訟を承継する者がいない場合 

（２）借受者が訴訟に敗訴した場合 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が貸付金を返還させることが適当でないと認めた場合 

２ 条例第３１条第３項の規定により貸付金の返還の免除を受けようとする者は、消費者訴訟資金返

還免除申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、返還の免除の承認又は不承認を

決定したときは、消費者訴訟資金返還免除承認・不承認通知書により申請者に通知するものとす

る。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(届出事項) 

第１９条 借受者は、貸付金の返還を完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。 

（１）訴訟を提起したとき。 

（２）訴訟が終了したとき。 

（３）訴訟について請求の趣旨を変更したとき。 

（４）借受者の住所又は氏名の変更その他重要な変更があったとき。 

（５）訴訟の相手方である事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは事務所の所在地又は代表者の変

更があったとき。 

（６）連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更する必要があったとき。 

２ 借受者が死亡したときは、その相続人は速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

(訴訟の経過の報告等) 

第２０条 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進捗状況、貸付金の使用

状況その他必要な事項について、報告、説明又は資料の提出を求めることができる。 

(一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(市長への申出) 

第２１条 条例第３６条第１項の規定により市長への申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記

載した書面を市長に提出するものとする。 

（１）申出人の住所及び氏名 

（２）申出の趣旨及び求める措置の内容 

(様式) 

第２２条 この規則の規定により使用する書類の様式(第１号様式及び第２号様式を除く。)は、別に

定める。 

(委任) 

第２３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則(平成２６年９月２６日規則第８４号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２８年３月２５日規則第１２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和４年５月３１日規則第５９号) 

この規則は、令和４年６月１日から施行する。 

別表(第６条関係) 

(一部改正〔平成２６年規則８４号・２８年１２号・令和４年５９号〕) 

１ 条例第２１条第１号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 商品又はサービス(以下「商品等」という。)の販売の意図を明らかにせず、販売以外のことが

主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させる行為 
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(２) 商品等の販売に際し、事業者の氏名若しくは名称、住所又は連絡先について明らかにせず、又

は偽って契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(３) 商品等の販売に際し、品質等の内容、価格等の取引の条件又は取引の仕組みその他の取引に関

する重要な情報で、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供せず、契約の締結を勧誘し、又は

契約を締結させる行為 

(４) 商品等の販売に際し、契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること

若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来において変動が不確実にもかかわらず、断定的

判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(５) 商品等の販売に際し、品質、内容、価格等が実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤

信させるような表現又は広告等を用いて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(６) 商品等の購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の

締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(７) 商品等の販売に際し、自らを官公署、公共的団体、著名な法人等の職員と誤信させるような言

動等を用いて、又は官公署、公共的団体、著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を

得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(８) 書面の送付により契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを

分かりやすく表示せず、又は誤信させるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる

行為 

(９) 特定商取引に関する法律施行規則(昭和５１年通商産業省令第８９号)第１６条第１項に規定す

る電子契約の申込みに際し、申込みの方法を分かりやすく表示せず、又は容易に確認及び訂正をす

ることができるようにせず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(１０) 消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該購入に要する資

金の貸付けその他信用の供与(以下「与信」という。)をする契約(以下「与信契約」という。)にお

いて、与信の条件その他の重要な情報を提供せず、又はそれらについて誤信させるような表現を用

いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

２ 条例第２１条第２号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 消費者を訪問し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を明示的

に与えることなく契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(２) 商品等の販売に際し、電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、消費者の意に反して長時間

にわたり又は反復して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(３) 商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入

れその他の与信を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

３ 条例第２１条第３号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 消費者を訪問し、又は電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、威迫して困惑させ、又は迷

惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(２) 消費者を路上その他の場所において呼び止め、その場又は営業所その他の場所へ誘引し、消費

者の意に反して執ように説得し、威迫して困惑させ契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行

為 

(３) 消費者の意に反して、早朝、深夜その他消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに

電話又は訪問をして契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(４) 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居等において商品等の販売を

一方的に行い、又は商品を自宅に送ることなどにより、契約が成立したかのように誤信させ、消費

者を心理的に不安な状態又は正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約

を締結させる行為 

(５) 商品等を販売する目的で、無料検査、親切行為その他の無償又は著しい廉価の商品等の供給を

行うことにより、消費者の心理的負担を利用して契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(６) 主たる販売目的以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で供給を行うことにより、消費者

の購買意欲をあおり、正常な判断ができない状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結

させる行為 
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(７) 消費者又はその親族等関係者の不幸を予言し、これらの者の健康又は財産その他の生活上の不

安等を殊更にあおり、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、契約の締結を勧誘し、又は契約を締

結させる行為 

(８) 商品等の販売に際し、消費者の情報又は消費者が従前に関わった取引に関する情報を利用して

消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の不利益の回復若しくは害悪を受けることの予防又は

現在被っている不利益が拡大することが防止できるかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は

契約を締結させる行為 

４ 条例第２１条第４号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 法律の規定が適用される場合に比べ、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、信

義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する内容の契約を締結させる行為 

(２) 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることが

できる権利を制限して、消費者に不当に不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為 

(３) 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に

不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為 

(４) 消費者が購入の意思表示をした主たる商品等と異なるもの又は年齢、職業、収入その他の契約

を締結する上で重要性を有する事項について事実と異なることを記載して、消費者に不当に不利益

をもたらす内容の契約を締結させる行為 

(５) 消費者にとって不当に過大な量の商品等若しくは不当に長期にわたって供給される商品等の購

入を内容とする契約又は消費者の財産の状況に照らして不相応若しくは不要な支出を強いる内容の

契約を締結させる行為 

(６) 消費者に不当に不利益をもたらすこととなる事業者の免責に関する定めがある契約又は契約条

件の変更を事業者が一方的に行うことができる内容の契約を締結させる行為 

(７) 商品等の購入に際し利用したクレジットカード、会員証、パスワード等が第三者に不正に使用

された場合、消費者に不当に責任を負担させる内容の契約を締結させる行為 

(８) 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結さ

せる行為 

５ 条例第２１条第５号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫して

困惑させ、又は正当な理由なく早朝、深夜その他消費者等が正常な判断をすることが困難な状態の

ときに電話又は訪問をして債務の履行を迫り、又は債務を履行させる行為 

(２) 消費者等を欺き、威迫して困惑させ、又は正当な理由なく早朝、深夜その他消費者等が正常な

判断をすることが困難な状態のときに電話又は訪問をして預金の払戻し、金銭の借入れ又は生命保

険等の解約等をさせることにより、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行を迫り、又は債務を履

行させる行為 

(３) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情

報機関若しくは第三者に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて流布する旨の

言動等を用い、心理的圧迫を与えて債務の履行を迫り、又は債務を履行させる行為 

(４) 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有

効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務を履行させる行為 

(５) 消費者等の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由がないにもかかわらず電話その

他の通信手段を用いて連絡をとり、又は訪問等の不当な手段を用いて契約に基づく債務の履行の協

力を要求し、又は協力をさせる行為 

(６) 事業者の氏名若しくは名称、住所又は連絡先について明らかにせず、又は偽ったまま、債務の

履行を迫り、又は債務を履行させる行為 

６ 条例第２１条第６号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの履行の督促に対して

適切な対応をすることなく、又は債務の履行を拒否し、若しくは引き延ばし、商品等を契約の趣旨

に従って供給しない行為 

(２) 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引内容を一方的に

変更し、又は契約の趣旨に従った商品等を提供せず、消費者が締結した契約の履行を終了する行為 
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７ 条例第２１条第７号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 消費者のクーリング・オフの権利(割賦販売法(昭和３６年法律第１５９号)第３５条の３の１０

第１項、第３５条の３の１１第１項から第３項まで及び第３５条の３の１２第１項並びに特定商取

引に関する法律(昭和５１年法律第５７号)第９条第１項、第９条の２第１項、第２４条第１項、第

４０条第１項、第４８条第１項及び第５８条第１項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除

を行う権利その他これらに類する権利で、法令の規定又は契約により認められたものをいう。以下

同じ。)の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、権

利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為 

(２) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に

書面によらないことを理由として、又は消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消

費者の自発的意思を待つことなく、商品等の使用若しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強

要する行為 

(３) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価その他の法

令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為 

(４) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除若しくは取消しの申出又は無効の主張

に際し、これを不当に拒否して不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫して困惑させ、契

約の存続を強要する行為 

(５) 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、正当な根拠に基づく中途解約の申出

に対し、これを不当に拒否して解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫して困

惑させ、契約の存続を強要する行為 

(６) 正当な根拠に基づく中途解約の申出に対し、解約の条件として新たに別の商品等の購入の契約

を締結させることにより、実質的に契約の存続を強要する行為 

(７) クーリング・オフの権利の行使又は契約の申込みの撤回、解除若しくは取消しの申出若しくは

無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、

損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為 

８ 条例第２１条第８号の規定に該当する不適正な取引行為 

(１) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘

し、又は与信契約の締結をさせる行為 

(２) 販売業者等(販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)

の行為がこの規則で規定する不適正な取引行為のいずれかに該当することを知りながら、又は与信

に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得

べきであるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約の締結をさせる行為 

(３) 与信契約において、販売業者等に対して生じている事由をもって正当な根拠に基づき支払を拒

絶することができる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話その他の通信手段を用いて連

絡をとり、又は訪問等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債

務の履行をさせる行為 

第１号様式(第９条関係) 

 －略－ 

第２号様式(第９条関係) 

－略－ 
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相模原市消費生活センター条例 

平成２７年１２月２４日 

条例第８４号 

 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、消費者安全法(平成２１年法律第５０号。以下「法」という。)第１０

条の２第１項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第２条 法第１０条第２項の機関として消費生活センターを設置し、その名称及び位置は、

次のとおりとする。 

(職員) 

第３条 消費生活センターに消費生活センター長、消費生活相談員その他所要の職員を置く。 

２ 市長は、消費生活センターにおいて法第８条第２項各号に掲げる事務に従事する職員に

対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

(消費生活相談員) 

第４条 前条第１項の消費生活相談員は、法第１０条の３第１項の消費生活相談員資格試験

に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成２６年法

律第７１号)附則第３条第１項又は第２項の規定により合格したとみなされた者を含む。)

とする。 

２ 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ず

るものとする。 

３ 市長は、消費生活相談員の任期ごとに客観的な能力の実証を行うものとする。 

４ 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得しているこ

とに十分配慮し、前項の規定による能力の実証の結果、当該消費生活相談員が適任である

と認められるときは、再任することができる。 

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理) 

第５条 市長は、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅

失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

(委任) 

第６条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和２年１２月２１日条例第６７号) 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  

名称 位置 

相模原市消費生活総合センター 相模原市緑区橋本６丁目２番１号 

参考 
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相模原市消費生活センター条例施行規則 

 

平成２８年３月１０日 

規則第８号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、相模原市消費生活センター条例(平成２７年相模原市条例第８４号)の

施行について必要な事項を定めるものとする。 

(消費生活相談を行う日) 

第２条 相模原市消費生活総合センター(以下「センター」という。)の消費生活相談の事務

を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。 

（１）１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が定める日 

２ 市長は、必要と認めるときは、第１項各号及び第２項各号前項各号に掲げる日を消費生

相談の事務を行う日とすることができる。 

３ 市長は、第１項第２号又は第２項第４号の規定により消費生活相談の事務を行わない日

定め、又は前項の規定により消費生活相談の事務を行わない日を消費生活相談の事務を行

う日とするときは、あらかじめその旨を市民に周知するものとする。 

(消費生活相談を行う時間) 

第３条 相模原市消費生活総合センターセンターの消費生活相談の事務を行う時間は、午９

時から午後４時までとする。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭

和２３年法律第１７８号)に規定する休日の正午から午後１時までを除くものとする。 

２ 市長は、必要と認めるときは、前２項前項に規定する時間を変更することができる。 

(委任) 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和３年３月３１日規則第３５号) 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

参考 
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